
第１５回 

建築行政共用データベースシステム 

連 絡 協 議 会 総 会 

日 時 平成 28 年 7 月 22 日（金） 13:30～14:45 

場 所 フクラシア東京ステーション

次 第 

１．開 会 

２．国土交通省挨拶 

３．会長挨拶 

４．議 事 

（１）前回議事録の確認

（２）報告事項

企画改善部会検討結果報告

ＩＣＢＡからの報告

（３）その他

配付資料 

【資料１】前回総会議事録（案）

【資料２】企画改善部会検討結果報告

【資料３】ＩＣＢＡからの報告

１．運用状況等

２．システム機器更新及びＩＤＣ移転について

３．サブシステムの改善等

４．その他

【別 添】建築行政共用データベースシステム パンフレット 
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前回議事録の確認 
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第 14 回 建築行政共用データベースシステム連絡協議会 総会 議事録（案） 

 

日  時   平成 27 年 7 月 24 日（金）13:30～14:45 

場  所   アルカディア市ヶ谷 富士の間  

 

資  料 

資料１ 前回総会議事録（案） 

資料２ 第１号議案 連絡協議会会則改正の件 

資料３ 第２号議案 連絡協議会役員選任の件 

資料４ 企画改善部会検討結果報告 

資料５ ＩＣＢＡからの報告 

参考  連絡協議会入会状況 

別添  建築行政共用データベース（パンフレット） 

 

出 席 者  連絡協議会会員 

 

１．開会 

事務局笹井から、現在の会員団体総数４５４団体、定足数２２７団体に対して、

出席団体数８６団体、委任状提出が２１０団体、合計２９６団体となり本総会が有

効に成立していることが報告された。 

 

２．事務局挨拶（ＩＣＢＡ 島崎理事長） 

共用データベース本稼働から６年目に入った。この間、利用者の皆様方からのご

意見、企画改善部会での検討を踏まえ、システムの改善を進めてきた。 

昨年度は建築基準法、建築士法の改正が行われ、共用データベースも利用者の方

との緊密な情報交換を行い、必要な改修を実施することができた。現在、改修版が

円滑に稼働していることをこの場をお借りして厚くお礼申し上げる。 

今般の法改正に伴い、構造計算適合性判定機関も建築士データベースを活用いた

だけることとなった。この建築士データベースは通知・報告配信システムと合わせ

て建築行政に不可欠な共通の基盤として、その重要性が高まっていると認識してい

る。 

このような状況を踏まえ、３月末に、建築行政マネジメント計画に共用データベ

ースの活用を依頼する文書を発送した。その後幾つかの特定行政庁より具体的な活

用について相談を受けており、共用ＤＢが一層活用されるよう努めたい。 

本年１２月には本稼働後初めてサーバ機器の大規模更新を実施する。利用者の利

便性がさらに向上するよう努めているところである。 

資料１ 
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共用データベースが充分活用され、円滑な建築行政に資するよう、財団を挙げて

今後とも取り組んでまいりたい。引き続き、皆さま方のご指導ご支援をお願い申し

上げる。 

 

３．国土交通省挨拶（石崎建築物防災対策室長） 

日頃より建築行政及び建築士行政にご尽力いただきお礼申し上げる。 

近年建築行政は安全に関して問題が起き、行政に向けた要求レベルが高くなって

いる。一方、円滑な建築活動を確保することは至上命題になっている。様々な新し

い技術を受け入れることも課題となっている。 

これらを背景に、今年の６月に建築基準法を改正し、適判の見直し、木造の建築

基準の見直しを行った。来年は定期報告制度の見直しを行う。 

３月には大臣認定免震材料の不正が発覚した。現在対策を検討しているが、その

中で認定制度もはっきりしたものにしていくことが求められている。 

建築行政は、従来より関係者もふえてその仕組みもどんどん複雑になっているが、

その重要性は確認申請を処理するというフローから、建築防災の観点でストックを

どのように把握するかという点に移ってきている。多様な情報を蓄積するだけでは

なく、すぐに引き出せることが不可欠な時代になっている。 

本協議会はまさしくそれに対応するためのシステムを構築する場であると認識し

ている。そのために、２つお願いしたい。 

１つ目は、データを整理して蓄積していただきたい。現在アスベスト関係で、台

帳整備に高い率で補助が出ていることもあり、ぜひ早い時期にストックの台帳整備

に取り組んでいただき、それを活用いただきたい。 

２つ目は、大臣認定、建築士、指定確認検査機関からのデータ、そして将来的に

は消防署、病院、福祉関係のデータも突合しなければならない事態が生じてくると

思われる。そのためにも、各方面でデータを交流していただきたい。 

協議会で力を合わせ、世の中の複雑で高い要求レベルを乗り切り、国民に安全を

提供できる仕組み作りに取り掛かっていただきたい。 

引き続き円滑な建築活動と安全な街づくりにご協力いただけるようお願いしたい。 

 

４．会長挨拶（東京都 妹尾） 

共用データベースは本稼働から６年目に入り、現在、特定行政庁・指定確認検査

機関の８割で利用されていると聞いている。これまで本協議会では、共用データベ

ースに関する要望のとりまとめや活用方策、普及策の検討を行ってきたが、都道府

県、特定行政庁の方々はもとより、指定確認検査機関や建築士法関係団体の幅広い

利用者からも積極的なご意見を賜りたい。 

ＩＣＢＡにおいては技術面、予算面の制約はあるかと思うが、利用者の要望に適
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切に対応されるようお願いする。 

５．議 事 

（１）前回議事録の確認 

説明は省略。気づきがあれば事務局までお知らせいただくこととする。 

 

（２）付議事項 

第１号議案 連絡協議会会則改正の件 

第２号議案 連絡協議会役員選任の件 

以上 議案２件について事務局より説明され、決議の結果、いずれも原案どおり

決定した。 

 

（３）報告事項 

企画改善部会検討結果報告及びＩＣＢＡからの報告について、事務局より説明さ

れた。 

【質疑・意見】特になし 

 

以上 
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報 告 事 項 
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企画改善部会 検討結果報告 

 

 

 

 

 

 

 
 

１．企画改善部会について 

２．通知・報告配信システム促進に向けた意見集約 

３．平成２８年度のスケジュール 

 

 

 

 

建築行政共用データベースシステム連絡協議会 

企画改善部会 

 

資料２ 
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１．企画改善部会について 

（１）設置趣旨 

システムの品質向上と利用者の利便性向上を目的として、実際の利用者が主体となって情報

交換及び意見収集を行い、運営主体であるＩＣＢＡに利用者の意思を伝達する。 

なお、部会のもとに「基準法システムＷＧ」を設置し、情報交換及び意見収集等による課題

検討を機動的に実施する。 

事務局：ICBA

建築行政共用データベースシステム 
連絡協議会 

理
事
会 

企
画
改
善

部
会 

総
会 

基準法システムＷＧ

運営主体：ＩＣＢＡ 

国
土
交
通
省 

情報交換・利用者意思伝達 

意
見
・
提
案

情
報
提
供

日
本
建
築
行
政
会
議 

（２）企画改善部会及びＷＧの役割 

企画改善部会 

＜ＷＧの意見集約・各取組の方針整理＞ 

基準法システムＷＧ 

＜要望事項及び各種取組に向けた意見交換＞ 

シ
ス
テ
ム
改
善 

◇各要望に対する優先度の考え方、

今後の取組に向けた方針整理 

・台帳・帳簿登録閲覧システム 

・建築士・事務所登録閲覧システム

◇台帳・帳簿登録閲覧システム 

・要望事項に対する意見交換及び追加要

望 

・優先度の考え方に対する意見等 

シ
ス
テ
ム
運
用 

◇通知・報告配信Ｓ促進に向けた意

見集約 

・取り組むべき項目の整理 

◇標準様式、電子報告等 

・利用者のニーズ・シーズの収集、

集約 等 

◇通知・報告配信Ｓ促進に向けた検討 

・効率的な取組に向けた意見交換 

◇様式標準化の対象項目一覧 

・標準化に向けた意見交換・検討 等 

平成２７年度は、上記のうち太字部分を実施した。 

（３）企画改善部会の構成 

大阪府（部会長）、神奈川県、山梨県 

日本ＥＲＩ株式会社、ビューローベリタスジャパン株式会社 

※国土交通省もオブザーバとして参加。 

（４）開催経過 

企画改善部会   （計２回）： H27.09.18、H28.03.18 

基準法システムＷＧ（計５回）： H27.10.30（大阪府）、H27.11.04（同） 

H27.11.20（同）、H28.03.02（同） 

H28.03.04（神奈川県） 
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２．通知・報告配信システム促進に向けた意見集約 

（１）趣旨 

平成 22 年４月より本稼働を開始した通知・報告配信システム（以下「配信システム」という）

は、指定確認検査機関による確認審査報告書、検査引受通知書及び検査結果報告書の電子デ

ータ（専用フォーマット）を特定行政庁で受信することにより、通知・報告のペーパーレス

化を目指すシステムであり、その運用を望む声があるにもかかわらず、実務への供用が進ま

ない状況にある。 

そこで企画改善部会では、試行運用等を行い、平成 26 年度に「データ本位型 運用の手引」

を作成した。平成 27 年度は、通知・報告配信システムの全国的な普及を図るべく、これを実

証実験等によりブラッシュアップする。（従前の検討経過は別紙１参照） 

 

（２）検討結果 

①大阪府による「データ本位型」運用ルールのブラッシュアップ 

趣  旨：「データ本位型」運用ルールによるデータ送信を、府内特定行政庁及び指定確認検

査機関に展開し、その中で新たに判明した課題や対応策等を運用ルールに反映す

る。 

結  果：平成 26 年度より進めてきた府内特定行政庁及び送信システム導入済みの 11 指定

確認検査機関との調整の上、平成 27 年９月より下表のとおりデータ送信を開始。

その後の運用状況を踏まえ、「運用の手引」の内容を更新した。別紙２ 

 

指定確認検査機関（送信元） 特定行政庁（送信先） 

ビューローベリタスジャパン(株) 大阪府、堺市、箕面市 

アール・イー・ジャパン(株) 大阪府、堺市、箕面市 

(株)阪確サポート 大阪府、堺市、箕面市 

(一財)日本建築総合試験所 大阪府、堺市 

※以上のほか、(株)国際確認検査センター、(株)確認検査機構プラン２１の２社

もデータ本位型によらずに「郵送本位型」でデータ送信を開始。 

②神奈川県による「データ本位型」実証実験 

趣  旨：神奈川県においては平成 24 年度以降、土木事務所と本庁の調整、文書管理規程に

係る手続等、庁内における調整が進められてきたほか、これまでの実証実験では

扱わなかった「確認引受通知」について、その対応策が検討されてきた。 

平成 27 年度は、以上を踏まえて実証実験を実施し、運用ルールへの反映を図る。 

結  果：神奈川県の運用においては、システムの機能も含めた課題が多く、大きなメリッ

トを見出すことができなかった。別紙３ 
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３．平成２８年度のスケジュール 

（１）検討体制 

企画改善部会２回、基準法システムＷＧ３回程度。 

 

 

 

事務局：ICBA 

建築行政共用データベースシステム 
連絡協議会 

理
事
会 

企
画
改
善 

部
会 

総
会 

基準法システムＷＧ 

運営主体：ＩＣＢＡ 

国
土
交
通
省 

情報交換・利用者意思伝達 

意
見
・
提
案 

情
報
提
供 

日
本
建
築
行
政
会
議 

 
 

通知・報告配信システムの運用に関する課題検討は、これまで５年間にわたる取り組みでほぼ煮

詰まってきたとも思われる。 

そこで今後は、例えば指定確認検査機関における概要書等の電子ファイル化の状況等、通知・報

告配信システムの運用上ポイントとなる事項について実態調査を行い、普及促進の方策検討の材

料を整理することも視野に入れる。 

 

（２）企画改善部会の構成 

平成２７年度の部会員を基本として構成する。 

（３）検討課題 

・通知・報告配信システム促進に向けた意見集約 

・利用者のニーズ・シーズの収集、集約 

・その他 
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企画改善部会における 

通知・報告配信システム 検討経過 

 

時期 内容 備考 

H22.11.22 共用データベース総会 企画改善部会設置 

12.21 企画改善部会 試行運用方法について検討 

H23.03.08 企画改善部会 試行運用方法について検討 

04.28 共用データベース総会 試行運用方法の検討状況報告 

・試行運用では紙と電子データ並行送付とし、データ送信

必須の範囲、業務迅速化の度合い、業務への支障有無、

システムの機能チェック等を行う。 

07.05 企画改善部会 

基準法システムＷＧ 

試行運用方法について検討 

・試行運用におけるデータ送信は、確認審査報告書のみ

（建築計画概要書記載事項は除く）の送付から開始し、

これが特定行政庁での概要書検索にメリットをもたら

すかのチェックも行う。 
・送信機関は、日本ＥＲＩ及びビューローベリタスジャパ

ンとし、送信先行政庁はＩＣＢＡが調整する。 
・共用データベースの専用フォーマットによらず、ＥＸＣ

ＥＬを利用したデータ送受の提案あり。 

10.27 企画改善部会 試行運用の協力機関と概要確認 

・「通知・報告配信システム運用ガイドライン及び運用団

体一覧」サイトイメージ作成 

11.01 試行運用開始 ・日本ＥＲＩ→新潟市 ※確認審査報告書のみ送信 
・ビューローベリタス→さいたま市 

11.11 共用データベース総会 試行運用の協力機関と概要報告 

H24.03.31 試行運用一部終了 ・日本ＥＲＩ→新潟市：建築計画概要書データがないとデ

ータ受信のメリットがないため、試行運用を終了。 
・ビューローベリタス→さいたま市：申請書４・５面デー

タについて紙省略を 2/15 より開始。 

04.27 共用データベース総会 試行運用進捗報告 

09.27 企画改善部会 実証実験の方針決定 

・紙送付併用の場合、紙省略した場合各々でメリットがな

いかを検証するため、郵送（紙）本位型、データ本位型

による実証実験の実施を決定。 
・EXCEL を利用したデータ送受における課題を抽出する

ため、EXCEL 利用型による実証実験の実施を決定。 

12.18 実証実験開始 確認審査報告書及び建築計画概要書の送信 

・郵送本位型：大阪府下指定機関２機関→大阪府 
・郵送本位型：ビューローベリタス→さいたま市（23 年

度からの継続） 

H25.02.20 実証実験追加 ・EXCEL 利用型：茨城県（既存 EXCEL データの取込み）

03.21 企画改善部会 ・郵送本位型で、紙文書の一括投函による郵送料等削減を

期待したものの、法令や業務実態に照らし、最低週２回

の投函が必要であり、指定確認検査機関にメリットが出

ないことが判明（但し、同一送付先に毎回大量送付して

資料２ 別紙１ 
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時期 内容 備考

いる場合のメリットまで否定はしない）。

・データ本位型は実験継続中。但し、データ本位型とする

ためには、特定行政庁における告示等の手続が必要とな

る場合あり。

04.26 共用データベース総会 実証実験の経過報告

08.01 実証実験一部終了 ・郵送本位型：大阪府下指定機関２機関→大阪府 終了

※ビューローベリタス→さいたま市は継続 

09.20 企画改善部会 実証実験の方針決定

・データ本位型においても、紙送付は必要との認識が示さ

れる。

・さいたま市の実証実験をもとに、「通知・報告のオンラ

イン化に関する留意事項」をとりまとめ。

10.31 実証実験一部終了 ・茨城県における実証実験を終了。留意点等とりまとめ。

11.01 実証実験ステップアッ

プ 

・ビューローベリタス→さいたま市 にて、中間・完了検

査引受通知の紙省略を開始

H26.02.25 基準法システムＷＧ 実証実験方法検討（データ本位型）

・アール・イー・ジャパン→大阪府 

03.01 実証実験追加 ・データ本位型：アール・イー・ジャパン→大阪府

（H26.03 末までの１か月間で終了、データ送信継続可

能との判断）

03.20 企画改善部会 ・データ本位型において、PDF を書類別に作成するとフ

ァイルの命名手間が大きいことから、１物件１PDF で

対応したい旨要望あり。

・EXCEL 利用型の留意点を確認。 

05.01 実証実験ステップアッ

プ 

・ビューローベリタス→さいたま市 にて、中間・完了検

査報告の紙省略を開始

07.18 共用データベース総会 実証実験の経過報告

09.17 企画改善部会 実証実験の方針決定

・大阪府による「データ本位型」運用ルールのブラッシュ

アップ

・さいたま市・ビューローベリタスジャパンによる「デー

タ本位型」実証実験継続

・その他「データ本位型」実証実験の追加

10.01 実証実験ステップアッ

プ 

・ビューローベリタス→さいたま市 にて、確認審査報告

の紙省略を開始。これにより、通知・報告すべてがデー

タ本位型に。

H27.01.13 基準法システムＷＧ 実証実験方法検討（データ本位型）

・神奈川県内指定確認検査機関→神奈川県

01.14 基準法システムＷＧ 実証実験経過確認（データ本位型）

・ビューローベリタス→さいたま市 

01.31 実証実験終了 ・データ本位型：ビューローベリタス→さいたま市 ２月

よりそのまま本運用に移行

02.05～ 基準法システムＷＧ 府内特庁・指定機関による活用のための課題調整

・大阪府内での運用準備

03.20 企画改善部会 ・「運用の手引」作成

・変更届、庁内決裁等における紙の要否について議論

14



時期 内容 備考

・データ送信における「提出」と「到達」「受領」「収受」

の関係について課題提起

07.24 共用データベース総会 実証実験の経過報告

09.01 大阪府におけるデータ

送信参加機関増 

・H27.3 企画改善部会以降、府内特定行政庁及び指定確認

検査機関との調整により、参加機関が増加

09.18 企画改善部会 ・大阪府による「データ本位型」運用ルールのブラッシュ

アップ

・神奈川県による「データ本位型」実証実験方針検討

10.01 実証実験開始 データ本位型：ビューローベリタス→神奈川県 

10.30～ 基準法システムＷＧ ・大阪府内でのさらなる普及のための検討

12.21 実証実験終了 データ本位型：ビューローベリタス→神奈川県 

H28.03.04 基準法システムＷＧ ・実証実験結果を踏まえ、神奈川県における問題点及び課

題を整理

03.18 企画改善部会 データ本位型に対する意見交換

15
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通知・報告配信システム（データ本位型） 

運用の手引 

建築行政共用データベースシステム連絡協議会 

企画改善部会 

資料２ 別紙２ 
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通知・報告配信システム（データ本位型） 

運用の手引き 

2 

はじめに 

本資料は、今後、通知・報告配信システムの運用によってペーパーレス化を進めようとする

特定行政庁及び指定確認検査機関においてご参照いただくため、その運用方法の詳細や留意

事項等を、企画改善部会における実証実験を基にまとめたものです。 

実証実験では、本資料に記載した運用方法により、特定行政庁及び指定確認検査機関双方で

メリットを得られることを確認しております。 

なお、法令上の通知・報告を、従前どおり紙原本の郵送を正として扱う方法を「郵送本位型」、

送信データを正として扱う方法を「データ本位型」と呼びます。 

主な改訂履歴 

改訂日 改訂内容 

27.03.20 初版 

28.03.18 ４．特定行政庁における業務体制構築のための参考事例 

実証実験の結果を踏まえて記事追加 

５．指定確認検査機関における業務体制構築のための参考事例 

実証実験の結果等を踏まえて記事追加 

関係法令 

建築基準法改正（平成 26 年公布分）による条項ずれを反映し、全体を再整理 

民法、行政手続法等の関係規定を追加 
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（３）データ送信後の修正 .................................................................................................................11 
（４）紙原本の管理等 ........................................................................................................................11 
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通知・報告配信システム（データ本位型） 

運用の手引き  

4 

１．概要 

通知・報告配信システムをデータ本位型（法令上の通知・報告をデータを正として扱う方法）

で運用することにより、特定行政庁における入力手間はもとより、指定確認検査機関におい

ても作業手間や郵送費用が削減できます。 

但し、削減効果（メリット）を得るためには、送信・受信に係るシステム環境の整備のほか、

これまで紙ベースで対応してきた業務をデータに置き換えるための業務体制にも留意する必

要があります。 

そこでまず、データ本位型でメリットを得るための、特定行政庁及び指定確認検査機関各々

の適用条件や運用ルールの概要を示します。 

（１）適用条件と適用効果 

特定行政庁及び指定確認検査機関各々における適用条件、適用効果は下記のとおりです。 

これから通知・報告配信システムの運用準備をしようとする場合は、適用条件が「先行投資」

に当たり、「適用効果」が投資による利益ということになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定確認 

検査機関 

 

特定 

行政庁 

配信 

システム 

適用条件 

・台帳・帳簿登録閲覧システムを導入していること 

（又は独自の台帳システムに配信システム連携機能が装備されていること） 

・行政手続オンライン化法主務省令に基づく事項を指定していること（注１） 

・建築計画概要書閲覧、建築工事届の処理への対応等、データ本位型となった場

合の業務体制を構築していること（注２） 

適用効果 

・入力手間の大幅な削減 

適用条件 

・台帳・帳簿登録閲覧システム、NICE 確認検査受付システムのいずれかを導入し

ていること 

（又は独自の帳簿システムに配信システム連携機能が装備されていること） 

・送信すべき書類すべてのスキャナ画像保存等、データ本位型となった場合の業

務体制を構築していること（注４） 

運用ルール（注３） 

・全情報を電子データにて送信する。但し、建築計画概要書、建築工事届、

建築主変更届等については、月１回、紙原本も送付する。 

・通知・報告における指定確認検査機関の押印は、ICBA の発行した識別番号

及び暗証番号の入力により代える（押印不要となる）。 

適用効果 

・郵送手間（報告書印刷、押印、封入）の低減 

・郵送費用の削減 

・通知報告作成期限の緩和（注５） 
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通知・報告配信システム（データ本位型） 

運用の手引き 

5 

注１ 特定行政庁は、法令によりデータ送信の方法を指定することとされています。具体的

な指定内容や指定方法については、「３．特定行政庁で指定すべき事項」をご参照くだ

さい。 

注２ データ本位型となった場合の業務体制は、都道府県や市町、所管課の規模によって異

なります。「４．特定行政庁における業務体制構築のための参考事例」をご参照くださ

い。 

注３ 送信方法の詳細は「２．運用ルール」をご参照ください。 

データ本位型とできる法的根拠は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律（行政手続オンライン化法）第３条、押印を省略できる法的根拠は同条第４項及

び国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る法律施行規則（主務省令）第７条、共用データベース利用契約第２条及び第３条で

す。（巻末 資料編 参照） 

注４ 指定機関の業務体制については、「指定確認検査機関における業務体制構築のための参

考事例」をご参照ください。 

注５ 紙ベースによる通知・報告は、申請引受又は確認日から７日以内に特定行政庁に到達

させるため、郵送日数を差し引いて送付する必要がありますが、データ本位型では瞬

時に到達するため、実質的に郵送日数分の期限緩和と同じことになります。 
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通知・報告配信システム（データ本位型） 

運用の手引き  

 

6 

２．運用ルール 

具体的な送信方法についてご説明します。 

（１）送信対象文書と送信形式 

送付すべき文書について、どのような形式でデータを送るかを表にまとめました。 

基本的には指定確認検査機関が備え付け保存する帳簿の記載事項を文字データとし、それ以

外についてはスキャナによる画像データで送信すればよいこととしています。 

但し、建築計画概要書第一・二面については、文字化け等への対応を考慮し、文字データと

画像データの両方を送信します。 

 

原本送付欄に記載のある文書は、法定上の手続はデータ送信で完了しているものの、特定行

政庁が原本を保存しておくべきとの観点等から、月１回程度の頻度で一括送付すべきとされ

たものです。 

 

＜データ送信欄の凡例＞ 

XML：文字情報として入力したデータを、ICBA の定める XML フォーマットに変換したもの。 

PDF：スキャナで作成した画像データ。特定行政庁側で表示が可能なフォーマットであれば、

PDF のほか、TIFF、JPEG 等でもよい。 

 

①確認審査報告（建築物） 

文書名 記載事項 データ送信 原本送付 

表紙（16 号様式） 

 

確認済証番号・年月日等 XML  

建築計画概要書 

第一・二面 

建築主等の概要、建築物及び

その敷地に関する事項 

XML  

建築計画概要書 

第一・二・三面 

上記事項、付近見取図・配置

図 

PDF 月１回 

確認申請書 

第四・五面 

建築物別概要、 

建築物の階別概要 

XML 

又は PDF 

 

チェックリスト、構造計算適判結果通知 

 

PDF  

建築工事届 

 

PDF 月１回 

建築主変更届等 

（建築計画概要書記載事項の変更に係るもの） 

PDF 月１回 

浄化槽設置届等 

 

 月１回 

※計画変更については上記に準じます。 
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7 

②中間検査引受通知（建築物） 

文書名 記載事項 データ送信 原本送付 

表紙（30 号様式） 確認済証番号・年月日等 

 

XML  

※完了検査引受通知については上記に準じます。 

③中間検査報告（建築物） 

文書名 記載事項 データ送信 原本送付 

表紙（32 号様式） 

 

確認済証番号・合格証番号、

年月日等 

XML  

検査申請書 

第二・三面 

建築主等の概要、申請する工

事の概要 

XML  

検査申請書第四面 工事監理の状況 

 

PDF  

チェックリスト 

 

PDF  

※完了検査報告については上記に準じます。 

（２）留意事項 

・指定確認検査機関によるデータ送信は、法定期限内に行うものとします。 

・特定行政庁は、原則としてデータが到達した日を通知・報告が提出された日として扱いま

す。 

・指定確認検査機関は、法定の確認審査報告書等（押印した報告書と添付書類）は、ICBA よ

り発行された識別番号及び暗証番号（共用データベースへのログイン時の ID 及びパスワー

ド）の入力により押印に代えるものとします。 

・特定行政庁への事前相談が義務付けられていて、各物件に当該特定行政庁による固有の管

理番号を付した上での報告が必要な場合は、指定確認検査機関においては、建築計画概要

書の余白欄に当該番号を記入した上で、スキャナで画像データ化することとします。 

・画像データの解像度は、300dpi 又は 400dpi とします。 
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３．特定行政庁で指定すべき事項 

データ本位型で運用する場合、すなわち法令上の通知・報告をデータを正として扱う場合、根拠

法である行政手続オンライン化法では、行政機関等たる特定行政庁にその具体的方法が委任され

ています。このため、特定行政庁においては、行政手続オンライン化法主務省令に基づき、具体

的方法を指定する手続が必要となる場合があります。 

この手続は、「テスト運用」としてデータ本位型とする場合においても、紙原本の郵送を行わない

こととする限りは、当該テスト運用前に済ませておく必要がありますのでご注意ください。 

（１）指定すべき事項と根拠法令 

通知・報告は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第３条及び主務省令第３

条によると、「行政機関等が指定する様式に記録すべき事項」を「電子計算機」に入力することに

より、書面により行われたものとみなされます。 

また、主務省令第７条によると、「署名等に代え」る措置として「行政機関等が指定するところに

より」、「識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力」することとされています。 

以上の各条項において「行政機関等（特定行政庁）が指定する」こととされるのは次の２点です。 

◆様式に記録すべき事項 等（主務省令第３条第一号～第三号） 

◆識別番号及び暗証番号の入力に係る事項（主務省令第７条第一号） 

なお、識別番号及び暗証番号の指定については、特定行政庁及び指定確認検査機関がＩＣＢＡと

締結する共用データベース利用契約にも記載されており、これが上記指定を補強する役割を担っ

ています（後掲「共用データベース利用契約」参照）。 

（２）指定方法 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び主務省令においては、指定方法につ

いての規定もありませんので、各特定行政庁でその指定方法を判断することになります。 

具体的には、送信元の指定確認検査機関に出す依頼文書に、前掲「２．運用ルール」を記載する

等が考えられます。 

（３）その他 

以上のほか、特定行政庁で定める規則等で別途手続きが必要となる場合があります。 

具体的には、「市の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」の規定により、手続

き等を特定行政庁の施行細則に定めた例（注）があります。 

注：さいたま市建築基準法施行細則（第 27 条） 
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４．特定行政庁における業務体制構築のための参考事例 

データ本位型となった場合の業務体制は、都道府県や市町、所管課の規模によっても異なります。 

また、台帳・帳簿登録閲覧システムにスキャナによる画像データを登録しているか等、どこまで

データ化するかによっても異なります。 

以下、台帳・帳簿登録閲覧システムにスキャナによる画像データまで登録し、建築計画概要書の

閲覧は紙で対応、軽微な変更が発生した場合は紙・文字データ・画像データのすべてに変更を反

映させている市を事例に、どのような方法でデータ本位型に対応しているかを説明します。 

（１）決裁前（データ到着時） 

・到着したデータについては、台帳システムへの登録後に課内決裁している場合がある。台帳シ

ステム操作担当者は、報告書、建築計画概要書その他添付書類すべてを印刷し、建築工事届以

外を決裁に回す。 

・台帳システムでの検索をスムーズに行うため、例えば地名地番の表記を全角アラビア数字で統

一する等のルールにより入力している場合がある。この場合、到着したデータは一般にこのル

ールには従っていないため、ルールどおりに修正することが必要。 

・法６条１項の区分は法定外項目であるため、特定行政庁側での追加入力が必要。 

・印刷した建築工事届は、着工統計処理の担当者に渡す。着工統計担当者が県からの委託に基づ

いて OCR 用紙への転記作業を行うのは従前どおり。 

（２）決裁後 

①概要書閲覧への対応

・概要書閲覧担当者は、決裁文書から建築計画概要書を抜き取り、閲覧用ファイルに綴じ込む。 

②軽微変更や不備訂正への対応

・建築主変更等の軽微変更や記載事項不備による訂正箇所が発生した場合、まずは紙の建築計画

概要書を朱書き訂正を行う。次に、当該朱書き訂正版のスキャナ画像（PDF）を作成し、台帳シ

ステムに取り込む（訂正前の PDF と差し替える）。 後に、台帳システムの文字入力箇所に当該

訂正内容を反映させる。 

このようにして、建築計画概要書の PDF と入力データは常に 新の状態を保っている。 

・なお、台帳システムの文字入力箇所への反映方法は、「上書き」と「履歴を残して登録」の２と

おりがあるが、どちらを使うかは現場判断としている。 

（３）紙原本受領後の処理 

・さきに閲覧用ファイルに綴じ込んだ（送信データから印刷した）建築計画概要書は、月に１回

送られてくる紙原本と差し替えた上で廃棄する。 

・差し替えの際、さきに綴じ込んだ概要書に朱書き訂正が発生している場合は、紙原本に同じ内

容を再度朱書きした上で差し替える。 

・差し替えと同時に、紙原本のスキャナ画像（PDF）を作成し、台帳システムに取り込む（さきに

登録した PDF と差し替える）。 

・建築計画概要書以外の図書・書類を一定期間保存後に廃棄するのは従前どおり。 

（４）システム上の制約等 
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・台帳システムでは、報告書、建築計画概要書その他添付書類すべてを「一括して印刷」するこ

とができないため、１物件ずつ、報告書印刷、概要書印刷という単位で分けて印刷する必要が

ある（一括印刷の装備が望まれる）。 

・受信データについて、建築計画概要書や建築工事届が漏れなく届いているかは、実際に印刷し

たり、１件ずつプレビューしたりしないとわからない（「添付ファイル一覧」のような画面の装

備が望まれる）。 

・受信データから複数物件を一度に印刷すると、印刷した建築計画概要書には受付番号や確認番

号の印字がないため、どれがどれだかわからなくなる（印字機能の装備が望まれる）。 

・手入力の物件と各指定機関からの送信物件について、地名地番の表記に生じたばらつき（１丁

目１番、一丁目１番、１－１など）は、一度に検索することができない（あいまい検索への対

応が望まれる）。 

・引受通知が検査報告と同じように詳細画面に表示されるため、紛らわしい。引受通知の場合は

番号・発行日・建築主・地名地番が空欄表示であること、状態欄が「審査中」の表示のままで

あることをもって区別できるとされているが、一見ミスデータのように見える。（引受通知とし

て検査報告と明確に表示されることが望まれる）。 

・紙送付の運用上、指定確認検査機関の担当者名や連絡先が記載されてきたので、データ本位型

においてもこれらが表示される必要がある（担当者名・連絡先欄の追加が望まれる）。 

・報告書の頭紙に記載された内容（確認済証番号等）は、台帳登録後も修正することができない

ため、誤記があった場合はＩＣＢＡに修正依頼する必要がある（特定行政庁側で修正可能とす

ることが望まれる）。 

・建築計画概要書以外の図書・書類を一定期間保存後に廃棄することについて、これがデータと

なった場合は１物件ずつ検索して削除するのは手間がかかる（保存期間が終了した際に一括削

除できる機能が望まれる）。 

・通知・報告配信システムの添付ファイル容量が１物件当たり 5MB に制限されている。もしそれ

を超える物件が発生した場合は、複数に分けて送信する必要がある。 

 

５．指定確認検査機関における業務体制構築のための参考事例 

指定確認検査機関において、データ本位型によるデータ送信の開始に伴って必要となった事項等

について説明します。なお、以下は従前より確認申請書等をスキャナにて画像データ化してきた

指定確認検査機関へのヒアリングを基にまとめております。 

（１）送信データ作成 

①文字データ 

・建築計画概要書２面までは指定確認検査機関の独自システム（以下「送信システム」という）

に入力することが必要。 

・確認申請書４～６面については、 低限 PDF データ等の送信が必要。文字入力してこれを送信

する場合は、これを PDF データの送信に代えることが可能。 

・データ送信以前はあくまで「社内データ」であったものが、データ送信後は「外部向けデータ」

となるため、入力データのチェックに時間を割くケースがある。 

②PDF データ 

・送信システムにおいて、文書保存サーバから送信対象物件の画像データを指定することにより、

PDF データの送信を実施。 
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（２）送信日付の管理 

従前は、報告日（確認審査報告書等の右上に記載する日付）のみ記録すればよかったが、データ

送信開始に伴い、「データ送信日」と「紙原本の投函日」の２項目を新たに管理する必要を生じ

た。 

①データ送信日 

・独自システムには自動的に記録されるが、月１回の原本送付に添付する「送付状」にも当該物

件のデータを送信した日付を記載し、特定行政庁と紙での情報共有を図っているケースがある。 

②紙原本の投函日 

・法的な日付ではないものの、実務上は記録が必要である。 

（３）データ送信後の修正 

・データ本位型の場合は、誤記等による修正が発生した場合は再送信が原則であるが、運用上は

特定行政庁にてデータ修正することもある。この点は紙送付における修正と変わるところはな

いと考えられる。 

・軽微変更の場合、その旨の通知書を特定行政庁に送付する。軽微変更の通知は、通知・報告配

信システムによらずに紙送付が原則となっている。 

（４）紙原本の管理等 

・取扱件数が多い場合は、通常の物件（週２回以上投函）と、データ本位型の物件（月１回投函）

で文書ボックスを分けて見やすくするケースがある。 
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関係法令 

指
定
確
認
検
査
機
関 
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定 

行 

政 

庁 

通知・報告 

配信システム

（ICBA） 

【郵送本位型】 
建築基準法に基づく通知・報告 

確認：法第６条の２－規則第３条の５ 

完了：法第７条の２－規則第４条の５、４条の７ 

中間：法第７条の４－規則第４条の 12、４条の 14 

【データ本位型】 
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 

に基づく通知・報告 

法第３条 － 規則第３条及び第７条 － 告示第１条 

識別番号及び暗証番号発行（オンライン化法規則第７条）の委任 

共用データベース利用契約 第２条、第３条 
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建築基準法 

第６条の２（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認） 

５  第１項の規定による指定を受けた者（注：指定確認検査機関）は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付

をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、

当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特

定行政庁に提出しなければならない。 

第７条の２（国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査） 

６  第１項の規定による指定を受けた者（注：指定確認検査機関）は、同項の検査をしたときは、国土交通省令

で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及

びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。 

第７条の４（国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査） 

６  第７条の２第１項の規定による指定を受けた者は、第１項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間

内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関

する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。 

建築基準法施行規則 

第３条の５（確認審査報告書） 

 法第６条の２第５項 （法第 87 条第１項、法第 87 条の２ 又は法第 88 条第１項 若しくは第２項 において準用

する場合を含む。以下この条において同じ。）の国土交通省令で定める期間は、法第６条の２第１項 の確認済証

又は同条第４項 の通知書の交付の日から７日以内とする。 

２  法第６条の２第５項 に規定する確認審査報告書は、別記第 16 号様式による。 

３  法第６条の２第５項 の国土交通省令で定める書類（法第６条の２第１項 の確認済証の交付をした場合に限

る。）は、次の各号に掲げる書類とする。 

一  次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類 

イ 建築物 別記第２号様式の第四面から第六面までによる書類並びに別記第３号様式による建築計画概要書 

ロ 建築設備 別記第８号様式の第二面による書類 

ハ 法第 88 条第１項 に規定する工作物 別記第 10 号様式（令第 138 条第２項第１号 に掲げる工作物にあつて

は、別記第８号様式（昇降機用））の第二面 による書類 

ニ 法第 88 条第２項 に規定する工作物 別記第 12 号様式による築造計画概要書 

二  法第 18 条の３第１項 に規定する確認審査等に関する指針（以下単に「確認審査等に関する指針」という。）

に従つて法第６条の２第１項 の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が

定める様式によるもの 

三  適合性判定通知書又はその写し 

４  前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特

定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディ

スク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。 

第４条の５ （完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式） 

 法第７条の２第３項 （法第 87 条の２ 又は法第 88 条第１項 若しくは第２項 において準用する場合を含む。

次項において同じ。）の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第 22 号様式による。 

２  法第７条の２第３項 の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第 23 号様式による。 

３  前項の通知は、法第７条の２第１項 （法第 87 条の２ 又は法第 88 条第１項 若しくは第２項 において準用

する場合を含む。第４条の７において同じ。）の検査の引受けを行つた日から７日以内で、かつ、当該検査の引受

けに係る工事が完了した日から４日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。 

第４条の７（完了検査報告書）  

 法第７条の２第６項 （法第 87 条の２ 又は法第 88 条第１項 若しくは第２項 において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）の国土交通省令で定める期間は、法第７条の２第５項 （法第 87 条の２ 又は法第 88

条第１項 若しくは第２項 において準用する場合を含む。）の検査済証の交付の日又は第４条の５の２第１項 の

規定による通知をした日から７日以内とする。 

２  法第７条の２第６項 に規定する完了検査報告書は、別記第 25 号様式による。 

３  法第７条の２第６項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一  別記第 19 号様式の第二面から第四面までによる書類 
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二  確認審査等に関する指針に従つて法第７条の２第１項 の規定による検査を行つたことを証する書類として

国土交通大臣が定める様式によるもの 

４  前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特

定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディ

スク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。 

第４条の１２（中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式） 

 法第７条の４第２項 （法第87条の２ 又は法第88条第１項 において準用する場合を含む。次項において同じ。）

の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第 29 号様式による。 

２  法第７条の４第２項 の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第 30 号様式による。 

３  前項の通知は、法第７条の４第１項 （法第 87 条の２ 又は法第 88 条第１項 において準用する場合を含む。

第４条の 14 において同じ。）の検査の引受けを行つた日から７日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が

完了した日から４日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。 

第４条の１４ （中間検査報告書） 

 法第７条の４第６項 （法第 87 条の２ 又は法第 88 条第１項 において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）の国土交通省令で定める期間は、法第７条の４第３項 （法第 87 条の２ 又は法第 88 条第１項 におい

て準用する場合を含む。）の中間検査合格証の交付の日又は第４条の 12 の２第１項 の規定による通知をした日か

ら７日以内とする。 

２  法第７条の４第６項 に規定する中間検査報告書は、別記第 32 号様式による。 

３  法第７条の４第６項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一  別記第 26 号様式の第二面から第四面までによる書類 

二  確認審査等に関する指針に従つて法第７条の４第１項 の規定による検査を行つたことを証する書類として

国土交通大臣が定める様式によるもの 

４  前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特

定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディ

スク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。 
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 

第２条（定義） 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

二  行政機関等 次に掲げるものをいう。 

イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは…（以下略） 

ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの 

ハ 地方公共団体又はその機関（議会を除く。） 

ニ 独立行政法人（独立行政法人通則法 （平成 11 年法律第 103 号）第２条第１項 に規定する独立行政法人をい

う。） 

ホ 地方独立行政法人（地方独立行政法人法 （平成 15 年法律第 108 号）第２条第１項 に規定する地方独立行政

法人をいう。） 

ヘ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人（独立行政法

人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人（地方独立行政法

人を除く。）のうち、政令で定めるもの 

ト 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその

全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者 

チ ニからトまでに掲げる者（トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。）の長 

三  書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。  

四  署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。  

 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  

六  申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知（訴訟手続その他の裁判

所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続（次号から第九号ま

でにおいて「裁判手続等」という。）において行われるものを除く。）をいう。（注：確認審査報告は申請等に該当） 

七  処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の通知その他の法令の規定に

基づき行政機関等が行う通知（不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。）をいう。  

第３条（電子情報処理組織による申請等） 

 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの

については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織（行政機関等の

使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行わせることができる。  

２  前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に

関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。  

３  第１項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。  

４  第１項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとして

いるものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定め

るものをもって当該署名等に代えさせることができる。 

【補足説明】 

第３条第１項に基づき、特定行政庁は、通知・報告のうち建築基準法令の規定により書面等により行うこととしてい

るものについては、建築基準法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、オンラインシステムを使用

して行わせることができます。 

オンラインシステムで行った通知・報告は、第２項に基づき、書面と同等に取り扱うこととなります。 

すなわち、主務省令で定める方法で送信させた通知・報告に関しては、書面等の送付として取り扱うことになりま

す。 

第３項の「到達」、第４項の「署名等」については後述します。（文責 ＩＣＢＡ） 
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国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 

施行規則 

第１条（趣旨） 

 行政機関等が、国土交通省の所管する法令に係る手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わ

せ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令（告示を含む。）、条例、地方公共団体の規則並び

に地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 

第３条（電子情報処理組織による申請等） 

 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が

告示で定める技術的基準に適合する電子計算機（以下この条において単に「電子計算機」という。）から次に掲げ

る事項を入力して、申請等を行わなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定めるところにより、申請

等を行う者が、第二号及び第三号に掲げる事項を入力することに代えて法令の規定に基づき添付すべきこととさ

れている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。 

一  行政機関等が指定する様式に記録すべき事項 

二  当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載すべ

き又は記載されている事項（前号に掲げる事項は、その記載を省略することができる。） 

三  当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている電磁的記録に記録

すべき又は記録されている事項（第一号に掲げる事項は、その記録を省略することができる。） 

２  行政機関等は、前項第二号に規定する書面等又は同項第三号に規定する電磁的記録のうち国土交通大臣が告

示で定める事項が入力され申請等が行われたときは、国土交通大臣が告示で定める期間、当該入力事項の確認の

ために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録の提出を求めることができる。 

３  行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、第１項の規定によ

り入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって次の各

号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。 

一  商業登記法 （昭和 38 年法律第 125 号）第 12 条の２第１項 及び第３項 （これらの規定を他の法令の規定

において準用する場合を含む。）の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 

二  電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 （平成 14 年法律第 153 号）第３条第１項 に規定す

る電子証明書 

三  前二号に規定するもののほか、国土交通大臣が告示で定める電子証明書 

４  行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事

前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。 

５  申請等を行う者は、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、第１

項第二号に掲げる事項のうち行政機関等が指定するものについて入力を要しない。 

一  申請等を行う者に係る第３項各号に掲げる電子証明書を送信するとき。 

二  電気通信回線を使用して提供される登記情報（電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 （平成 11

年法律第 226 号）第２条第１項 に規定する登記情報をいう。）の利用を行政機関等に依頼するとき。 

三  申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、会社法施行規則（平成 18 年２月７日法務省令第 12

号）第 223 条に規定する電磁的方法により国土交通大臣が告示で定める期間を経過する日まで不特定多数の者が

その提供を受けることができる状態に置くとき。 

四  法令の規定により添付すべきこととされている地形図、位置図その他の地図に表示すべき位置情報を、行政

機関等が指定する地理情報システムにより作成し、これを送信するとき。 

６  法令の規定に基づき有体物（書面等及び電磁的記録を除く。）又は第１項第二号に掲げる事項のうち国土交

通大臣が告示で定める書面等の提出又は提示を要する申請等を行う者が電子情報処理組織を使用して当該申請等

を行うときは、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該有体物又は書面等を提出し又は提示しなければ

ならない。 

33



通知・報告配信システム（データ本位型） 

運用の手引き  

18 

７  法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第１項の規定に基づき当該書面

等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力して送信し当該情報が行政機関等に到達した場合は、

当該法令の規定において必要とされている部数の書面等が提出されたものとみなす。 

８  第１項の規定により申請等を行った者が当該申請等に係る手数料を納付するときは、他の法令に特別の定め

のある場合を除くほか、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものと

する。 

第７条（氏名又は名称を明らかにする措置） 

行政機関等は、次の各号に掲げる手続等を電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合

において、当該手続等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の

規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる措置をもって当該署名等に代えさせ、又は代えることができる。  

一  申請等 行政機関等が指定するところにより、第３条第１項の規定により入力された事項についての情報に

電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条第３項各号のいずれかに該当するもの

とともに送信すること又は同条第４項における識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力すること。  

二  処分通知等 第４条第３項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該

電子署名に係る電子証明書であって同条同項に規定するものとともに当該処分通知等を受ける者がその使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置くこと。  

三  作成等 前条の規定により作成等が行われた情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証

明書であって第４条第３項に規定するものを添付すること。 

【補足説明】 

第３条において、オンラインシステムを使用して通知・報告を行う者は、告示に従い、コンピュータから次に掲げる事

項を入力することとされています。 

一 特定行政庁が指定する様式に記録すべき事項 

二 添付書面等による提出物に記載すべき事項 

三 電子メディアでの提出物に記録すべき事項 

第７条第一号では、特定行政庁が指定するところにより、第３条第４項におけるユーザーＩＤ及びパスワードをコンピ

ュータから入力することで署名等に代えられるとされています。（文責 ＩＣＢＡ） 

■国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する告示

第１条 申請等を行う者が国土交通省の所管する法令に係る行政手続き等における情報通信の技術の利用に関す

る法律施行規則（平成 15 年国土交通省令第 25 号。以下「規則」という。）第３条第１項に基づき同項第２号に掲

げる事項を光学式読取装置を用いてファイルに記録するときは、行政機関等は、その情報に記録した日時及び記

録した事項が当該書面等に記録されている事項と相違無い旨を記録させることができる。 

２ 規則第３条第１項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げるも

のとする。 

一 行政機関等が交付するソフトウェア又は行政機関等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用

いて、行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能又はその他行政機関等が指定した

様式に入力できる機能を有すること。 

二 行政機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。 

３ 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、規則第３条第１項ただし書の規定に基づき書面等又は電磁

的記録を提出するときは、当該申請等を行った後、速やかに、当該書面等又は電磁的記録に行政機関等が電子情

報処理組織を使用して申請等を行った者に対して付与する識別番号を表示して、当該書面等又は電磁的記録を提

出しなければならない。 
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第２条 規則第３条第２項に規定する書面等及び電磁的記録は、次の各号に掲げるものとする。 

一 登記簿の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑証明書 

二 前号に掲げるもののほか、行政機関等が指定するもの 

３ 規則第３条第２項に規定する期間は、次の各号に掲げる申請等の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 

一 行政手続法（平成５年法律第 88 号）第２条第三号に規定する申請 申請が行政機関等に到達した日から当該

申請に対する諾否の応答としての処分通知等を行うまでの期間 

二 行政手続法第２条第七号に規定する届出 届出が行政機関等に到達した日から３月を経過するまでの期間 

三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知 当該通知等が行政機関

等に到達した日から３月を経過するまでのの期間 

第３条 規則第３条第３項第三号に規定する電子証明書は、次の各号に掲げるものとする。 

一 政府認証基盤（複数の認証局によって構成される認証基盤であって、国の行政機関の長その他の国家公務員

の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続等を行い、又は行わせるために運営するもの

をいう。以下同じ。）におけるブリッジ認証局（政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成す

る他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。）と相互認証を行っている認証局で政府認

証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの（規則第３条第３項第一号に規定するものを除く。）であって、

行政機関等が交付するソフトウェア又は行政機関等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて

送信することができ、かつ、行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるもの 

二 前号に掲げるもののほか、行政機関等が指定するもの 

第４条 規則第３条第５項第三号に規定する期間は、申請等を行った日から５年を経過する日までとする。 

第５条 規則第３条第６項に規定する書面等は、次の各号に掲げるものとする。 

一 法令の規定に基づき行政機関等が証印し又は記載することとされている書面等 

二 法令の規定に基づき行政機関等に返納することとされている書面等 

２ 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、規則第３条第６項の規定に基づき有体物（書面等及び電磁

的記録を除く。）又は前項に掲げる書面等を提出し又は提示するときは、当該申請等を行った後、速やかに、当該

有体物に行政機関等が電子情報処理組織を使用して申請等を行った者に対して付与する識別番号を表示して、当

該有体物又は書面等を提出し又は提示しなければならない。 

第６条 規則第４条第３項に規定する電子証明書は、政府認証基盤における国土交通省の認証局が作成するもの

その他行政機関等が指定するものとする。 

【補足説明】 

第１条第１項によると、指定確認検査機関が添付書類をスキャナデータにより送信するときは、特定行政庁は、当該

スキャナデータが原本と相違ない旨の記録を求めることができるとされています。 

共用データベースでは、これに対応した機能は特に用意していませんので、特定行政庁は必要に応じ、原本と相

違ない旨を記した書面を添付ファイルとして送信するよう求めることが考えられます。 

第１条第２項下線部（コンピュータの技術的基準）について、第一号では、「行政機関等の使用に係る電子計算機」

が共用データベースの総合管理センターにおけるサーバ機に該当します。ここから「入手したソフトウェア」は、通知・

報告配信システムが該当します。 

「行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式」は、通知・報告配信システムの提供するフォーマットまた

はインターフェースが該当します。（説明文責 ＩＣＢＡ） 
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■共用データベース利用契約（特定行政庁・指定確認検査機関共通）

第２条（契約サブシステム） 

６ 乙（注：ＩＣＢＡ）がユーザーＩＤ及びパスワードを指定確認検査機関にあてて発行したときは、特定行政

庁は、それらを行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（省令を含む。以下「行政手続オンライ

ン化法」という。）に基づき、乙が特定行政庁の委任を受けて発行した識別番号及び暗証番号として取り扱う。 

第３条（署名を省略する措置） 

指定確認検査機関が特定行政庁に送付する文書であって、建築基準法（省令を含む）により署名を要求されてい

る文書については、次の方法により、データベースシステムを介して送付することができる。 

① 指定確認検査機関は、データベースシステムを利用する際、第２条第６項記載のユーザーＩＤ及びパスワ

ードを入力し、文書を送付する。

② 特定行政庁は、①によるユーザーＩＤ及びパスワードの入力を、行政手続オンライン化法に基づく署名に

代わる措置として取り扱う。

【補足説明】 

共用データベースを利用する特定行政庁及び指定確認検査機関は、原則として上記条項を記載した共用データ

ベース利用契約をＩＣＢＡと締結しています。 

この条項は、指定確認検査機関による通知・報告配信システムの利用において入力する識別番号及び暗証番号に

ついて、その発行行為の委任をＩＣＢＡが受けたものとして対応し、個々の特定行政庁から指定確認検査機関への発

行行為を不要とするものです。 

これは、主務省令第７条による、識別番号及び暗証番号の入力方法の指定を補強する位置づけとなっています。

（説明文責 ＩＣＢＡ） 

民法 

（隔地者に対する意思表示） 

第 97条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 

（期間の計算の通則） 

第 138 条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めが

ある場合を除き、この章の規定に従う。 

（期間の起算） 

第 139 条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 

第 140 条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午

前零時から始まるときは、この限りでない。 

（期間の満了） 

第 141 条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 

第 142 条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 （昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日その他の

休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 

行政手続法 

（申請に対する審査、応答） 

第７条  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、

申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間

内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やか

に、申請をした者（以下「申請者」という。）に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請に

より求められた許認可等を拒否しなければならない。 
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通知・報告配信システム（データ本位型） 

運用の手引き 

21 

最高裁判決 昭和３３年（オ）第３１５号、同３６年４月２０日第一小法廷 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53631 

 隔地者間の意思表示に準ずべき右催告は民法 97 条により（中略）到達することによつてその効力を生ずべき筋

合のものであり、ここに到達とは（中略）受領の権限を付与されていた者によつて受領され或は了知されること

を要するの謂ではなく、それらの者にとつて了知可能の状態におかれたことを意味するものと解すべく、換言す

れば意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲（支配圏）内におかれることを以て足るものと解すべきと

ころ 

（昭和６年２月 14 日、同９年 11 月 26 日、同 11 年２月 14 日、同 17 年 11 月 28 日の各大審院判決参照） 

【補足説明】 

建築基準法第６条の２及び同施行規則第３条の５にて、確認審査報告書及び添付書類は、確認済証交付から７日以

内に特定行政庁に提出するとの規定があります。 

上記の民法、行政手続法、最高裁判決は、データ送信における「提出」とは何かを検討する際の関係資料として引

用したものです。 

まず「提出」については、窓口提出ではなく郵送対応となっている実態を踏まえ、民法第９７条第１項（隔地者に対

する意思表示）によると、その意思表示の効力を生ずるのは「到達した時」とされています。すなわち郵送において

は、投函ではなく、相手に到達してことをもってはじめて「提出」したことになると考えられます。 

到達後、特定行政庁においては、受領、収受という流れで事務が進みますが、行政手続法第７条によれば、到達を

契機として審査を開始することが規定されています。これは、到達した段階で、受領、収受を待たずに申請（ここで

は通知・報告のこと）が完了することを意味します。 

なお、厳密な意味での到達について、判例（最高裁昭和 33 年（オ）第 315 号、同 36 年４月 20 日第一小法廷判決）

によれば、意思表示の書面が受領の権限を付与されていた者の支配圏内におかれることで足りるとされています。

言い換えれば、閉庁期間であっても守衛室などに到達さえすれば提出したことになる可能性があるわけです。 

但し、民法第138条～第142条によれば、提出期限は確認済証交付の翌日から起算して７日目の終了時点（24:00）

であり、その日が休日である場合はさらにその翌日とできる可能性があります。 

以上は紙提出の解釈ですが、翻ってデータ送信について法令を見ると、行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律第 3 条第 3 項によれば、到達とは「行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの

記録がされた時」とされています。 

以上をまとめると次のとおりです。 

①データ送信における「提出」とは、通知・報告配信システムに送信データが記録され、特定行政庁で参照可能な

状態とすることを指し、特定行政庁の担当者によってデータの到達したことが了知されたかどうかは無関係で

あること。

②データの到達時刻が閉庁期間に当たった場合も「提出」されたとみなし得ること。

③データの到達期限は、確認済証交付の翌日から起算して７日目の 24:00 であり、その日が休日である場合は民

法第 142 条に基づいてさらにその翌日とできる可能性があること

（説明文責 ＩＣＢＡ） 
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建築行政共用データベースシステムにおける通知・報告配信システムの実証実験結果について 

神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課 

１ 実証実験概要 

○目 的  実際に通知・報告配信システムを利用して、指定確認検査機関から建築確認に係る

通知・報告等を受けることで、手続き上の問題点等を明確にすることを目的とする。 

○実 施 期 間  平成27年 10月１日（木）～平成27年 12月 21日（月）（データ送信期間） 

○指定確認検査機関  ビューローベリタスジャパン㈱ 

○方 法 データ本位型（法令上の通知・報告をデータを正として扱う方法） 

○運用ルール （別紙３－別添１）参照 

２ 実証実験結果 

（１）通知・報告配信システムによる受理状況 

台帳登録件数（平成28年３月１日時点） 

（２）アンケート調査結果（主な意見） 

○通知・報告配信システムを利用してみて、利点と感じたこと

・ 入力手間が軽減される。 

・ 書類誤発送が防げる。 

○通知・報告配信システムを利用してみて、問題点があると感じたこと

・ 入力データと添付データ（ＰＤＦ）に齟齬が認められる場合があり、修正が必要となる。 

・ データ入力ルールが統一化されておらず、入力者（担当者）によって内容にばらつきがあるた

め、追加入力等の手間がかかる。 

・ 入力データ内容の確認や通知・報告の収受手続きをパソコン画面とあわせて印刷して確認する

必要があるため、手続きが煩雑で、手間がかかる。 

・ システム上改善を求めたい事項がある。（自動紐付けが行われない、台帳登録前に報告書等をＰ

ＤＦ印刷できない、台帳登録後に報告書等の内容を修正できない、引受及び報告データの区別が

明確でないため管理上・検索上煩雑となる等） 

※ 通知・報告内容別問題点は（別紙３－別添２）参照 

３ 通知・報告配信システム導入に向けた課題 

・ システム上改善を求めたい事項については、改善が可能であるか調整が必要。 

改善が不可能な場合、運用ルール等により問題点に対処する必要がある。 

・ 神奈川県におけるデータ入力ルール等の統一化が必要。 

・ 指定確認検査機関に対し、データ入力ルール等の提示が必要。 

（厚木）

東部ｾﾝﾀｰ

確認引受通知書 4 4 1 2 5 16

計画変更確認引受通知書 3 2 1 6

中間検査引受通知書 3 12 3 1 19

完了検査引受通知書 1 4 2 2 9

確認審査報告書 4 4 1 3 4 16

計画変更確認審査報告書 2 1 1 4

中間検査報告書 2 12 3 2 19

完了検査報告書 1 4 1 5 11

20 43 2 14 21 100

通
知

報
告

計

土木事務所
横須賀 平塚 厚木 県西 計

通知・報告内容

資料２ 別紙３
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運用ルール 

（１）送信対象文書と送信形式 

①確認引受通知（建築物）の場合 

文書・書類名 記載事項 

データ送信 

原本送付 入力データ
（xml） 

スキャナデータ 
（pdf） 

表紙 確認済証番号・年月日等 ○※ ○※  

建築計画概要書 

第一・二面 

建築主等の概要、建築物及

びその敷地に関する事項 
○ ○ 

 

建築計画概要書 

第三面 

付近見取図・配置図 
 ○ 

 

計画変更については上記に準ずる。 

（※ 確認引受通知書（表紙）の入力データは印刷できないため、ＰＤＦの送信が必要。） 

②確認審査報告（建築物）の場合 

文書・書類名 記載事項 

データ送信 

原本送付 入力データ
（xml） 

スキャナデータ 
（pdf） 

表紙（16 号様式） 確認済証番号・年月日等 ○   

建築計画概要書 

第一・第二面 

建築主等の概要、建築物及

びその敷地に関する事項 
○ ○ 

建築工事届に合

わせて原本送付

建築計画概要書 

第三面 

付近見取図・配置図 
 ○ 

確認申請書 

第四・五面 

建築物別概要、 

建築物の階別概要 

 
○ 

 

チェックリスト、構造計算適判結果通知  ○  

建築工事届  ○ 月１回原本送付

建築主変更届、取り下げ届、取り止め届等  
 

ﾋﾞｭｰﾛｰの場合

は、紙送付のみ

計画変更については上記に準ずる。 

③中間検査引受通知（建築物）の場合 

文書・書類名 記載事項 
データ送信 
入力データ 
（xml） 

原本送付 

表紙（30 号様式） 確認済証番号・年月日等 ○  

完了検査引受通知については上記に準ずる。 

④中間検査報告（建築物）の場合 

文書・書類名 記載事項 

データ送信 

原本送付 入力データ
（xml） 

スキャナデータ 
（pdf） 

表紙（32 号様式） 

 

確認済証番号・合格証番

号、年月日等 
○ 

  

検査申請書 

第二・三面 

建築主等の概要、申請す

る工事の概要 
○  

 

検査申請書 

第四面 

工事監理の状況  
○ 

 

チェックリスト  ○  

完了検査報告については上記に準ずる。 

 

（※）建築設備及び工作物については上記に準ずる。  

（別紙３－別添１）
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（２）留意事項 

  １ データ送信は、法定期限内に行うものとします。なお、建築確認の引受通知は、建築

確認申請受理日の翌日までに、所管土木事務所へ通知・報告配信システムを利用して

送付するものとします。 

  ２ データが到達した日を通知・報告が提出された日として扱います。 

  ３ 通知及び報告の各書類の送付方法、形式は「（１）送信対象文書と送信形式」による

ものとします。 

  ４ 添付するＰＤＦデータの解像度は 300dpi とします。 

  ５ 建築工事届の原本の送付頻度は、所管土木事務所へ原則毎月１日（休日等の場合は翌

営業日）の１回としますが、確認審査報告時に建築工事届のＰＤＦデータの送付を行

うこととします。その他の文書の原本送付は、建築工事届と合わせて所管土木事務所

へ送付するものとします。 

６ 建築工事届以外の届出（建築主変更届等）の原本の送付については、上記に関わらず、

受理後直ちに送付するものとします。 

７ データ入力は原則下記のとおりとします。 

    ・地名地番の数字は「全角」で入力 

    ・建築主の名字と名前の間にはスペース（全角）を入力 

      例）会社の場合 

株式会社［会社名］ 代表取締役 ［名字］ ［名前］ 

 

 

（３）データ送信対象及び期間 

   データ送信対象：平成 27 年 10 月１日（木）から平成 27 年 12 月 21 日（月）までの間

に神奈川県（土木事務所）に対して行う通知・報告 

   データ送信期間：平成 27 年 10 月１日（木）～平成 27 年 12 月 21 日（月） 

 

 

〔土木事務所所管区域一覧〕 

  土木事務所 所管区域 

横須賀土木事務所 

 計画建築部まちづくり・建築指導課 
逗子市、三浦市、葉山町 

平塚土木事務所 

 計画建築部建築指導課 
伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 

厚木土木事務所 

 計画建築部まちづくり・建築指導課 
愛川町、清川村 

厚木土木事務所東部センター 

 まちづくり・建築指導課 
海老名市、座間市、綾瀬市 

県西土木事務所 

 計画建築部まちづくり・建築指導課 

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、

開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 
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通知・報告内容別問題点 

シ:システム関連  指:指定確認検査機関関連 

 

【問題点】                    【解決策】 

（１）確認引受通知（計画変更含む） シ 指

引受と報告の区別が不明確。 

・ 台帳検索の結果一覧画面で、引受は「建築主」や

「地名地番」等の項目が空欄表示となるが、「申請

種別」は報告と同じ（確認申請、計画変更）である

ため、ミスデータのように見受けられる。 

また、（結果一覧画面上では）何の案件かわから

ない。 

・ 物件詳細画面で、引受は「番号」や「発行日」の

項目が空欄表示となるが、「区分」は報告と同じ（確

認申請、計画変更確認申請）であるため、ミスデー

タのように見受けられる。 

また、確認済証が交付されても、引受の「状態」

の項目は「審査中」のまま表示され続け、修正でき

ない。 

引受と通知の差別化が可能か検

討。 

（台帳検索の結果一覧画面や物件

詳細画面で、「引受」「通知」の別を

明示する、引受の「状態」項目の記

載方法を変える等。） 

○  

（２）確認審査報告（計画変更含む）  シ 指

データ入力範囲によっては、追加入力を要する場合

がある。（法６条１項の区分、用途の区分番号、４面

以降等） 

データ入力範囲の検討・統一化。  ○

台帳登録後は誤入力の修正ができない部分があり、

指定確認検査機関での正確な入力が求められる。 

台帳登録後も修正が可能となる

よう、システム改良が可能か検討。 

神奈川県におけるデータ入力ル

ール（全角半角を含む）の統一化。 

指定確認検査機関にデータ入力

ルールを提示。 

○ ○

（３）中間検査引受通知（完了検査含む） シ 指

引受と報告の区別が不明確。 

・ 台帳検索の結果一覧画面で、引受は「建築主」や

「地名地番」等の項目が空欄表示となるが、「申請

種別」は報告と同じ（中間検査、完了検査）である

ため、ミスデータのように見受けられる。 

また、（結果一覧画面上では）何の案件かわから

ない。 

・ 物件詳細画面で、引受は「番号」や「発行日」の

項目が空欄表示となるが、「区分」は報告と同じ（中

間検査申請、完了検査申請）であるため、ミスデー

タのように見受けられる。 

また、確認済証が交付されても、引受の「状態」

の項目は「審査中」のまま表示され続け、修正でき

ない。 

引受と通知の差別化が可能か検

討。 

（台帳検索の結果一覧画面や物件

詳細画面で、「引受」「通知」の別を

明示する、引受の「状態」項目の記

載方法を変える等。） 

○  

確認審査報告に紐付けすることから、地名地番や処

分番号等について、確認（計画変更を含む）・中間・

完了を通して同じ表記とすることが望ましい。 

指定確認検査機関にデータ入力

ルールを提示。 
 ○

  

（別紙３－別添２）
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（４）中間検査報告（完了検査含む） シ 指

第一面（ICBA注:中間検査申請書第一面）の内容は

入力データが送付されないため、追加入力が必要とな

る。 

第三面のデータ入力内容（工事着手年月日等）が添

付の申請書の写し（ＰＤＦデータ）と異なっている場

合がある（確認申請時のデータを流用しているため）。

どちらが正しいのか判断しかねる。 

指定確認検査機関にデータ入力

ルールを提示。 
 ○

台帳登録後は誤入力の修正ができない部分があり、

指定確認検査機関での正確な入力が求められる。 

台帳登録後も修正が可能となる

よう、システム改良が可能か検討。 

神奈川県におけるデータ入力ル

ール（全角半角を含む）の統一化。 

指定確認検査機関にデータ入力

ルールを提示。 

○ ○

確認審査報告に紐付けすることから、地名地番や処

分番号等について、確認（計画変更を含む）・中間・

完了を通して同じ表記とすることが望ましい。 

指定確認検査機関にデータ入力

ルールを提示。 
 ○

（５）全体を通しての問題点（手続きの流れ等） シ 指

確認引受通知以外は、指定確認検査機関の担当者名

や連絡先の記載がない。 

担当者名や連絡先の記載が可能

か検討。 
○ ○

自動紐付けが行われない。 

指定確認検査機関にデータ入力

ルールを提示。 

原因としては、当初建築確認の確

認済証番号と、その後の通知・報告

における確認済証番号が、完全に

（半角・全角・記号等）一致してい

ない場合、自動紐付けが行われない

可能性がある。 

 ○

一旦台帳登録及び紐付けを行った後のデータ削除

（紐付け解除）は、システム上手間がかかり、困難で

あるとのことだが、受理するデータの中には県側で修

正できない部分がある。 

ＩＣＢＡでは修正が可能とのことだが、指定確認検

査機関からの引受・報告内容を別の機関が修正するの

は望ましくない。 

台帳登録後のデータ削除方法や

修正方法を整理。 
○ ○

 

【問題点】                    【解決策】 

その他 

今回実証実験における建築工事届の扱いについて

は、確認審査報告の際に一旦データの送付を受ける

が、月１回原本（紙）も郵送してもらうこととしたた

め、処理が煩雑であり、手間がかかった。 

運用ルール（収受方法や処理方法）を検討。

引受の段階で入力データと添付データ（ＰＤＦ）に

齟齬がある場合、照合を行うべきか、どの段階で修正

を行うべきか整理が必要。 

間違ったデータがシステム上残ってしまうことは

望ましくない。 

運用ルール検討。 

（引受の段階で入力データを送付してもらう

ことの必要性についても検討が必要。） 

指定確認検査機関によって、データと紙による処理

が混合することになるので、収受漏れや処理ミス等が

ない様な体制づくりが必要となる。 

運用ルールに係るマニュアル等の整備を充

実し、土木事務所担当者に対して処理方法等の

周知徹底を行う。 
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ＩＣＢＡからの報告 

資料３
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１．運用状況等 
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（１）利用状況 

①総括表

太字の内訳は次頁以降をご参照ください。

平成 28 年 7 月 1日現在 

注１）指定構造計算適合性判定機関（県、確認検査兼業含む）には、次の数が含まれる。 

・自ら構造適判を行っている県の数（確認検査部門は特定行政庁に計上） 

・指定確認検査機関における構造適判部門の数（確認検査部門は指定確認検査機関に

計上） 

注２）法令・大臣認定データベースに係る総数は、建築士・事務所登録閲覧システム（照

会）の利用数とした。なお、法令・大臣認定データベースは建築士・事務所登録閲覧

システムのオプションである。 

注３）指定構造計算適合性判定機関（県、確認検査兼業含まず）には、注１に掲げる数は

含まれない。 

　台帳登録閲覧システム

　法令・大臣認定
　データベース

71%

84%

82

410

利用
割合未利用

27

注２

総数

284

18 89

45 373

29 111

5 5

34 116

79 489

74%

0%

76

23

21

44

120

113

82

195 57%

148

449

62%

45%

449

134

62

196

645

301

利用システム 団体区分

利用数

284

89

373

111

41

188

66

152

525

254

利用システム

指定構造計算適合性判定機関
（県、確認検査兼業含む）注１

団体区分

特定行政庁（限特以外）

限定特定行政庁

小計

指定確認検査機関

小計

合計

合計

　建築士・事務所
　登録閲覧システム
　（照会）

利用
割合

94%

60%

83%

83%

66%

78%

81%

328

90%

80%

88%

特定行政庁（限特以外）

限定特定行政庁

小計

指定確認検査機関

指定構造計算適合性判定機関
（県、確認検査兼業含まず）注３

 総数

301

148

未利用

17

59

特定行政庁（限特以外）

限定特定行政庁

利用数

小計

合計

257

71

82

0
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①台帳登録閲覧システム 利用団体一覧（その１） 

【特定行政庁（限特以外）】 

 

  

No No No No

1 51 101 151

2 52 102 152

3 53 103 153

4 54 104 154

5 55 105 155

6 56 106 156

7 57 107 157

8 58 108 158

9 59 109 159

10 60 110 160

11 61 111 161

12 62 112 162

13 63 113 163

14 64 114 164

15 65 115 165

16 66 116 166

17 67 117 167

18 68 118 168

19 69 119 169

20 70 120 170

21 71 121 171

22 72 122 172

23 73 123 173

24 74 124 174

25 75 125 175

26 76 126 176

27 77 127 177

28 78 128 178

29 79 129 179

30 80 130 180

31 81 131 181

32 82 132 182

33 83 133 183

34 84 134 184

35 85 135 185

36 86 136 186

37 87 137 187

38 88 138 188

39 89 139

40 90 140

41 91 141

42 92 142

43 93 143

44 94 144

45 95 145

46 96 146

47 97 147

48 98 148

49 99 149

50 100 150

青森県 青森県 〃 市原市 〃 春日井市 山口県 山口県

岩手県 岩手県 〃 我孫子市 〃

〃 函館市 〃 草加市 〃 富士宮市 〃 福山市

豊橋市 〃 尾道市〃 釧路市 〃 千葉市 愛知県

四日市市

団体名 区域 団体名

北海道 北海道 埼玉県 川口市 静岡県 沼津市 広島県 広島市

〃 旭川市 〃 熊谷市 〃 富士市 〃 呉市

〃 室蘭市 千葉県 千葉県 〃 焼津市 〃 三原市

廿日市市

〃 山口市

〃 帯広市 〃 松戸市 〃 岡崎市 〃 東広島市

〃 苫小牧市 〃 柏市 〃 一宮市 〃

区域 団体名 区域 団体名 区域

桑名市 〃 防府市

〃 青森市 〃 八千代市 〃 豊田市 〃 下関市

〃 弘前市 〃 木更津市 三重県 三重県 〃 宇部市

〃 八戸市 〃 習志野市 〃

〃 塩竈市 〃 中野区 〃 大津市 〃 今治市

津市 〃 周南市

〃 盛岡市 〃 浦安市 〃 松阪市 〃 萩市

宮城県 宮城県 東京都 千代田区 〃

山形県 山形県 神奈川県 神奈川県 〃 近江八幡市 高知県 高知県

〃 仙台市 〃 港区 〃 鈴鹿市 愛媛県 愛媛県

〃 石巻市 〃 江東区 滋賀県 滋賀県 〃 松山市

〃 福島市 〃 横須賀市 〃 東近江市 〃 北九州市

〃 大崎市 〃 足立区 〃 彦根市 〃 新居浜市

秋田県 秋田市 〃 葛飾区 〃 長浜市 〃 西条市

茨城県 茨城県 〃 小田原市 大阪府 大阪府 佐賀県 佐賀県

〃 山形市 〃 横浜市 〃 草津市 〃 高知市

福島県 福島県 〃 川崎市 〃 守山市 福岡県 福岡県

〃 土浦市 〃 厚木市 〃 吹田市 〃 長崎市

〃 郡山市 〃 藤沢市 京都府 京都府 〃 福岡市

〃 いわき市 〃 平塚市 〃 宇治市 〃 大牟田市

〃 取手市 〃 長岡市 〃 羽曳野市 宮崎県 宮崎県

〃 水戸市 〃 茅ヶ崎市 〃 大阪市 〃 佐賀市

〃 日立市 〃 秦野市 〃 堺市 長崎県 長崎県

栃木県 栃木県 〃 上越市 〃 奈良市 鹿児島県 鹿児島県

〃 古河市 〃 大和市 〃 寝屋川市 〃 佐世保市

〃 北茨城市 新潟県 新潟県 〃 箕面市 大分県 佐伯市

〃 栃木市 〃 金沢市 鳥取県 鳥取県 〃 沖縄市

〃 つくば市 〃 柏崎市 〃 門真市 〃 宮崎市

〃 ひたちなか市 〃 新発田市 奈良県 奈良県 〃 日向市

〃 小山市 〃 福井市 〃 倉吉市

〃 宇都宮市 富山県 富山県 〃 橿原市 沖縄県 沖縄県

〃 足利市 石川県 石川県 和歌山県 和歌山市 〃 那覇市

〃 大田原市 岐阜県 岐阜県 〃 出雲市

〃 佐野市 〃 野々市市 〃 鳥取市

〃 鹿沼市 福井県 福井県 〃 米子市

〃 太田市 〃 各務原市 〃 津山市

〃 那須塩原市 山梨県 山梨県 島根県 島根県

〃 日光市 〃 甲府市 〃 松江市

〃 さいたま市 〃 浜松市 広島県 広島県

群馬県 群馬県 〃 岐阜市 岡山県 岡山県

〃 高崎市 〃 大垣市 〃 倉敷市

〃 館林市 静岡県 静岡県 〃 総社市

埼玉県 埼玉県 〃 静岡市 〃 笠岡市
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③台帳登録閲覧システム 利用団体一覧（その２） 

【限定特定行政庁】 

 

  

No No No No

1 21 41 61

2 22 42 62

3 23 43 63

4 24 44 64

5 25 45 65

6 26 46 66

7 27 47

8 28 48

9 29 49

10 30 50

11 31 51

12 32 52

13 33 53

14 34 54

15 35 55

16 36 56

17 37 57

18 38 58

19 39 59

20 40 60

区域 団体名 区域 団体名 区域 団体名 区域 団体名

〃 花巻市 〃 坂戸市 〃 袋井市 愛媛県 宇和島市

〃 釜石市 千葉県 野田市 愛知県 半田市 鹿児島県 霧島市

北海道 東神楽町 埼玉県 深谷市 静岡県 藤枝市 山口県 長門市

岩手県 宮古市 〃 入間市 〃 御殿場市 〃 山陽小野田市

〃 鶴岡市 〃 鎌ケ谷市 〃 江南市

〃 北上市 〃 日高市 〃 裾野市 長崎県 島原市

〃 一関市 〃 松伏町 〃 湖西市 〃 大村市

〃 奥州市 〃 茂原市 〃 安城市

山形県 米沢市 〃 流山市 〃 西尾市

〃 四街道市 三重県 名張市

福島県 会津若松市 〃 印西市 〃 亀山市

群馬県 渋川市 石川県 能美市 〃 益田市

〃 富岡市 長野県 諏訪市 〃 大田市

〃 須賀川市 〃 白井市 島根県 浜田市

〃 酒田市 〃 君津市 〃 東海市

〃 天童市

埼玉県 飯能市 〃 伊東市 〃 雲南市

〃 安中市 静岡県 三島市 〃 安来市

〃 沼田市 〃 磐田市 〃 江津市

〃 本庄市 〃 島田市 広島県 三次市

〃 東松山市 〃 掛川市 山口県 岩国市
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④通知・報告配信システム データ送信中の機関一覧 

No 指定確認検査機関（送信元） 特定行政庁（送信先） 備考 

1 (一財)宮城県建築住宅センター 宮城県下５特定行政庁  

2 （株）仙台都市整備センター 宮城県下５特定行政庁  

3 (一財)ふくしま建築住宅センター 福島県下全特定行政庁  

4 (公財)群馬県建設技術センター 群馬県下６特定行政庁  

5 日本確認センター(株) 千葉県下 16 特定行政庁  

6 ビューローベリタスジャパン(株) さいたま市、大阪府、堺市、箕面市 データ本位型※

7 (一財)富山県建築住宅センター 富山県、富山市  

8 (一財)福井県建築住宅センター 福井県下全特定行政庁  

9 (一財)静岡県建築住宅まちづくりセンター 静岡県下全特定行政庁  

10 (一財)滋賀県建築住宅センター 滋賀県下全特定行政庁  

11 (特非)都市づくり建築技術研究所 京都府、宇治市  

12 (株)国際確認検査センター 

大阪府、大阪市、堺市、箕面市 

長崎県、長崎市、佐世保市 

島原市、大村市 

 

13 アール・イー・ジャパン(株) 大阪府、堺市、箕面市 データ本位型※

14 (株)阪確サポート 大阪府、堺市、箕面市 データ本位型※

15 (一財)大阪建築防災センター 大阪府、堺市、箕面市 データ本位型※

16 (一財)日本建築総合試験所 大阪府、堺市 データ本位型※

17 (株)確認検査機構プラン２１ 京都府、大阪府、奈良県下計８特定行政庁  

18 (株)兵庫確認検査機構 兵庫県  

19 岡山県建築住宅センター(株) 岡山県下５特定行政庁  

20 (一財)島根県建築住宅センター 島根県下４特定行政庁  

21 (株)広島建築住宅センター 広島県下全特定行政庁  

22 (株)愛媛建築住宅センター 愛媛県下全特定行政庁  

23 (公社)高知県建設技術公社 高知県下全特定行政庁  

24 (一財)福岡県建築住宅センター 福岡県、北九州市、福岡市、大牟田市  

※データ本位型 

送信データを正として送信し、紙送付は原則行わない方法です。 

詳細は前掲「通知・報告配信システム（データ本位型）運用の手引」をご参照ください。 
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（２）登録件数等 

①台帳登録閲覧システムの登録件数 

台帳登録閲覧システム利用の 254 庁のうち、庁内サーバ型を除く 239 庁における確認検査

の登録件数（累計）です。申請単位による計上につき、建築物の数を示す数値ではありま

せん。なお、建築物の確認申請の数値が突出しているのは、過去の紙台帳の一括投入等が

実施されたケースがあることによります。 

平成 28 年 3 月 31 日現在 単位：件 

 確認申請 計画変更 中間検査 完了検査 計 

建築物 14,583,029 653,860 999,456 5,828,268 22,064,613 

昇降機 294,468 1,363 147 244,769 540,747 

建築設備 655 85 40 319 1,099 

１項工作物 365,602 9,557 79 222,347 597,585 

２項工作物 1,209 76 0 505 1,790 

合計 15,244,963 664,941 999,722 6,296,208 23,205,834 

②通知・報告配信システムを利用した指定確認検査機関からの送信件数 

１年間に送信された件数です。確認審査報告、検査報告、引受通知、変更届等の区別なく

計上しているため、送信された建築物数を示すわけではありません。なお、前掲「データ

送信中の機関一覧」における機関数 24 機関と下表の機関数の差は、平成 28 年度より送信

を開始した２機関が下表に計上されていないことによります。 

 単位：件（平成 27 年度実績） 

指定確認検査機関数 送信件数 

22 591,042 

③法令・大臣認定データベースの照会件数 

１年間に実行された法令及び大臣認定各データベースの照会件数です。 

単位：件（平成 27 年度実績） 

 特定行政庁 指定確認検査機関 

法令データベース 53,088 17,371 

大臣認定データベース 24,233 24,938 
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２．システム機器更新及びＩＤＣ移転について 
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建築行政共用データベースシステムの安定的稼働を確実に維持するため、平成２７年末にシ

ステム機器更新及び総合管理センター（ＩＤＣ）の移転を行い、平成２８年１月４日より稼

働を開始しました。 

（１）システム機器更新の効果 

①ＤＢ用ストレージの統一とアクセスの高速化 

・台帳ＤＢ、建築士ＤＢ、法令ＤＢ等の全てのＤＢ（データベース）を同一ストレージ

上に配置し、従前比最大５倍程度の高速アクセスを可能とすることにより、全体的に

応答性が向上（平均の応答速度は、移設前の３～４秒から１秒程度に短縮）。 

・台帳システムにおけるデータ抽出のリアルタイム化（プライマリ側で抽出を実行）。 

・全 DB 同時にバックアップ可能。 

・プライマリ側は、ディスクの３重化による高障害対応。 

 

 

使用頻度の高いデータを高速な記憶装置（キャッシュ）上に蓄えておくことで、応答性

の向上を計っている。 

１次キャッシュ   ：512 GB（RAM） 

２次キャッシュ   ：9.6 TB（SSD） 

書込キャッシュ   ： 96 MB（NVRAM） 

台帳、建築士、法令 ： 32 TB（ハードディスク） 

 

②サーバのディスクレス化（SAN Boot 方式採用） 

・個々のサーバにはハードディスクを搭載せず、より高い信頼度が見込める大容量スト

プライマリ セカンダリ 

ストレージ

1 次キャッシュ 

2 次キャッシュ 書込キャッシュ 

専

用

線 

専

用

線

サーバ群 

システム 

バックアップ建築 法令 台帳 

DB サーバ 

同期 
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レージからＯＳを含むすべてのシステムをダウンロードする方式を採用。 

・故障時はサーバの交換とネットワーク関連の設定のみで簡単に交換可能。 

・SAN ストレージと各サーバ間はそれぞれ８Gbps の専用線で高速に通信。 

・システムバックアップもサーバ個別ではなく、一括して可能。 

 

③ＤＢ領域の増強 

・従前の１．７倍に増強。現在の増加率であれば、５年間は増設不要。 

・仮に領域が不足した場合でも、ディスクを追加するだけで領域の拡大が可能なファイ

ルシステムを採用（従来は、追加のための再設定作業が必要）。 

 

④サーバ仮想化による資源の再割当てのリアルタイム化 

・稼働状況を見て、資源が余ったサーバから資源が不足するサーバに資源を再割当てで

きる。 

 

⑤データ抽出のリアルタイム化 

・台帳システムでは、従前はバックアップのデータを利用して１日遅れの情報を元にデ

ータ抽出を行っていたが、現在はストレージの I/O 高速化により、プライマリのデー

タを利用することでリアルタイムに抽出できる。 

 

（２）総合管理センター（ＩＤＣ）移転の効果 

緊急時対応時間の短縮 

神奈川県内のＩＤＣから、より信頼性が高く、ＩＣＢＡからの距離も近い東京都江東

区にあるＩＤＣ（アット東京データセンター）に移転。これにより、緊急時の対応時

間も短縮。 

 

※新ＩＤＣの特長 

強固な地盤の上に直接建てられており、地上 3 階までは耐震構造、機器のある地上４

階以上は免震構造。さらに、電源については３系統で供給を受け、万一すべての救急

が停止した時には無停電電源装置及び非常用発電機による対応が可能。 
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３．サブシステムの改善等 
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第１　台帳登録閲覧システム 

法改正対応ほか、機能追加やバグ改修などを以下のとおり実施しました。 

ご要望等を踏まえた機能追加やバグの改修は引き続き実施してまいります。 

（１）法改正対応その２（平成 27 年 10 月 26 日リリース） 

①仮使用認定申請

【台帳】

・仮使用認定申請の受付、検索、編集、紐付、不適合通知機能を追加 

・仮使用認定申請の報告受付（用紙・配信）、検索機能を追加 

・建築物台帳検索で仮使用認定が紐付いている場合は表示 

・基本統計に仮使用認定集計表を追加 

【帳簿】 

・仮使用認定申請の受付、検索、編集、紐付機能を追加 

・仮使用認定報告書作成、送信管理機能（送信登録、送信履歴）を追加 

②データ抽出

・適判機関へ通知・照会・回答を送付、受領等の抽出条件を追加 

・電子台帳・帳簿に構造適判、第六面の項目等を追加 

（２）機能追加・不具合改修（平成 28 年 3 月 4日リリース）

①機能追加

「建築計画概要書取得機能」に建築物に加えて昇降機、建築設備、工作物の申請書

等を追加出力

②不具合の改修

不適切なエラーメッセージが表示された。確認済証番号に「&」等の文字を入力する

とエラーとなった。申請書で（画面では第１～６面まで表示されるのに）ＰＤＦ印

刷では第４，５面しか印刷されなかった。建築主事等のマスタに表示順を設定でき

なかったなどの不具合を改修しました。

（３）法改正対応・その他の機能改修（平成 28 年 5 月 31 日リリース） 

①法改正対応

・型式適合認定の合理化～確認申請（計画変更確認申請）建築物第４面の「特例の

適用」関連（入力、ＰＤＦ印刷、データ抽出に項目を追加） 

・定期報告様式（防火設備）を追加 

・定期調査・定期検査報告様式（建築物、昇降機、建築設備等、遊戯施設）に項目
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（特定建築物調査員等）を追加 

②入力機能の改修

・申請データ削除時に、確認してから削除するようにした   

・都市計画区域の初期値を「市街化区域」にした   

③データ抽出機能の改修

・違反台帳のデータ抽出をできるようにした   

・年月日の形式を yyyymmdd から yyyy/mm/dd 形式としたデータ抽出を追加   

④概要書検索結果出力機能の改修

・概要書等の検索結果をＥＸＣＥＬの一覧表で印刷できるようにした（昔の紙台帳

を作成するイメージ）   

⑤報告機能の改修

・「配信」による報告受付時に確認済証番号を全半角同一視して検索するようにし

た 

・必要な指定確認検査機関を限定してマスタ設定できるようにした   

・報告物件に「申請者より取下げ届を受領」が追加登録できるようにした   

・中間（完了）検査報告書（用紙報告）に関するコピー仕様を修正した   

⑥仕様修正

・「検査済証を交付できない旨の通知」を発行後の検査済証発行を可能とした   

・「検査済証を交付できない旨の通知」における検査対象床面積の自動反映を適正

化 

・工事完了届の削除ができるようにした   

・消防同意・通知の別紙（追加の建築主、追加の耐火建築物）の印刷レイアウト修

正 

⑦定期報告

・定期報告台帳から確認申請への紐付け等ができるようにした   

・定期調査報告書の受付番号を自動採番可能にした   

・建築設備の定期報告における建築士情報の照会・コピー不動作解消   

・構造の入力欄に関して複数の構造を選択可能にした   

・定期検査報告書入力（建築設備）で建築設備の種類（換気、排煙、非常用照明、

給排水）に応じた入力欄のみを表示する   

・該当設備が複数あるとき検査者の反映を複数設備間で行える   

・改善指導・メモ欄の枠を拡張   
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（４）現在改修中の項目：要望関係（１６項目） 

①入力（マスタ関係）

・建築物確認申請の第４面「屋根・外壁・軒裏」の選択項目を複数選択可能に   

・設計図書のマスタを設ける（確認・計変・中間・完了・工事完了届に設定／設計

図書名・表示順をマスタで設定）   

・建築主等、工事施工者、意見者のマスタ登録の際、郵便番号から住所を検索でき

るようにする   

・確認申請第２面代理者欄にも「反映」ボタンを設置   

・許可・認定・指定の申請者と設計者を複数入力可能に   

・許可・認定・指定の面積等自動計算   

・昇降機、工作物等の完了検査申請入力時には、中間検査欄（検査階数・特定工程）

の入力を促すメッセージが出力されないようにする   

②入力（その他）

・用紙報告の概要入力画面で、付近見取図・配置図等の添付ファイル登録を可能と

する（報告書入力段階では添付できず、台帳管理に遷移しないと添付できないた

め）   

・報告台帳受付時にも確認申請等と同様に「連続入力ボタン」により、同種の申請

を連続的に入力できるようにする   

・確認申請第四面の「建築基準法第 6条の 3第 1項ただし書又は法第 18 条第 4項

ただし書の規定による審査の特例の適用の有無」、「建築基準法第 6条の 4第 1項

の規定による確認の特例の適用の有無」のラジオボタンを触ってしまうと解除

できなかったのをチェックボックスに変更し、解除できるようにする   

・その他申請（許可、指定、認定、全体計画、バリアフリー・耐震改修・許可取消、

指定取消、認定取消、条例）について、設計者を複数入力できるようにする   

③帳票出力

・「申請者へ決定不可等を送付」を Excel 様式で出力できるようにする   

・中間・完了の検査済証交付者を複数印字できるようにする   

④データ抽出

・「ルート２主事」情報を出力する   

⑤配信受付

・「報告受付（配信）」の検索結果一覧画面に「一括印刷」機能を追加し、報告書か

ら添付ファイルまで一括して印刷可能とする。   

・データ取込時、第３,４面の「構造」欄が未入力の場合、（構造の）「基本統計分

類」の内容をコピーする  
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（５）現在改修中の項目：バグ関係（１９項目）

・文字数の入力制限を撤廃：仮使用の「建築主氏名」、「敷地の地名地番」等、確認

申請（計画変更）の昇降機・工作物等の特定工程名称欄、報告書の建築主氏名等  

・紐付け関係の不具合   

・データ抽出の不具合   

・建築計画概要書取得機能の不具合   

・その他（進達等）   
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第２　建築士・事務所登録閲覧システム 

法改正対応ほか、機能追加改修を以下のとおり実施しました。 

また、ご要望等を踏まえた機能追加等の改修は引き続き実施して参ります。 

（１）改修済の機能               （  ）内はリリース日 

①建築士関係

ア 建築士の「書換え」対応

・建築士変更届／再交付に「書換え」を追加（H27/9/7） 

・外部データ取込（構造・設備）に「書換え」を追加（H27/11/6） 

・「構造・設備建築士証用データ出力」に「書換え」関連検索条件を追加（H27/11/6） 

イ データ出力 

・免許証用データ出力に、定期講習修了歴・管理建築士講習修了歴を出力（H28/3/11） 

・構造・設備建築士用データ出力に、構造(設備)定期講習修了歴を出力（H28/3/11） 

②建築士事務所関係

ア 管理建築士とその他の所属建築士の登録に関する改修

・管理建築士から一般の所属建築士に移行、又はその逆の場合の処理追加（H27/9/7） 

・管理建築士が一般の所属建築士に重複登録されたときのエラー処理追加

（H28/3/11） 

イ 法人役員又は個人申請者関連 

・法人役員又は個人申請者の登録に氏名フリガナ・性別・生年月日を追加（H27/11/6） 

・法人役員又は個人申請者に関する警察照会ＣＳＶ出力（H27/11/6）、ＣＳＶ一括出

力機能の追加（H27/12/7） 

・法人役員又は個人申請者の検索機能追加（H28/3/11） 

ウ 法人役員が現在過去に役員登録された事務所数を有効・取消等毎に表

示（H28/3/11）

エ 建築士事務所の閲覧で「登録簿」の出力機能を追加（H28/3/11,H28/3/17） 

オ 建築士事務所の検索結果 

・最新の手続き（新規、変更届、更新、届出）がどの手続きかを表示（H28/3/11） 

・変更履歴を個々連続的に辿らなくても良いように一覧表示（H28/3/17） 

・「選択項目出力」で「届出」又は「更新」の提出状況を確認可能とした（H27/9/7） 

カ 建築士事務所登録リスト出力に「第 号」付と「号」付の二つを出力

（H28/3/11）

キ 業務報告履歴出力で日付を和暦に簡単に変換できる形式とした

（H28/3/11）
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（２）改修予定の機能 

①建築士関係 

ア 建築士定期講習修了状況出力機能追加 

・国が全都道府県の一級の所属建築士の定期講習修了状況を一括取得する機能の

追加。 

イ 構造（設備）一級建築士の定期講習修了状況出力機能追加 

・国が構造（設備）一級建築士の定期講習修了状況を一括取得する機能の追加。 

ウ 不具合対応 

・「講習会データ確認」機能の改善 

管理建築士講習を重複して受講した者に関して、国が行う「講習会データ確認」

機能には警告機能がなく、都道府県の「講習会データ取込」機能には警告機能が

ある。そこで前者にも警告機能を設ける。 

・(連合会)外部データ取込時に重複データがあると全てが登録できないため、エラ

ーチェック機能を設ける 

・取消された建築士を再任登録したとき処分情報を引き継いでしまう不具合を解

消 

・免許データ出力に「登録処理年月日」が出力されない不具合を解消 

 

②建築士事務所関係 

ア 登録有効期間超過事務所確認で、期限切れ抹消の仮登録済は出力しな

い様にする 

イ 役員等の警察照会を正規登録後にまとめて行うための検索条件を追

加 

ウ 不具合対応 

・建築士事務所の立入調査状況入力で 255 文字入力するとエラーとなる不具合を

解消 
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第３ 建築行政共用データベースシステム利用実態調査について（お願い） 

 

 

建築行政共用データベースシステムは、皆さまにご愛用いただき、既に６年を経過

しました。 

その間、各サブシステムの機能改善を実施してきましたが、改善された機能の活用

度合いや、法改正等に伴う新たな改善要望等についても、的確に把握してまいりたい

と考えております。 

そこで、ＩＣＢＡでは、各サブシステムが日頃皆さまにどのように使われているか

のアンケートを下記のとおり実施し、今後の参考とさせていただきたいと思います。 

お忙しい中恐縮ではございますが、よろしくご協力のほどお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

対  象：建築行政共用データベースシステムをご利用の 

特定行政庁、指定確認検査機関、構造計算適合性判定機関 

及び建築士法関係団体 

 

調査内容：別紙 共用ＤＢに関するアンケート（素案）その１～その５参照 

 

調査方法：電子メールによる 

 

実施時期：平成 28 年秋頃 

 

備  考：アンケート結果は、平成 28 年度末を目途に電子データでお送りする予

定です。 
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別紙 
共用ＤＢに関するアンケート（素案） 
 
その１【台帳登録閲覧システムをご利用の特定行政庁向け】 

A

１

①

②

③

２

①

②

３

①

②

③

4

①

②

③

B

Ｃ

D

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ 定期調査・検査報告について

統計関連機能の利用について

建築士資格等の確認について

確認申請以外の申請等の登録について

建築計画概要書の閲覧について

指定確認検査機関による確認審査報告書及び建築計画概要書のデータの受入れについて

指定確認検査機関から送付された確認審査報告書及び添付書類について

画像データ化していない

確認申請書の内容は、どの時点で台帳登録閲覧システムへ登録していますか。
該当するものを１つ選択して○を入力してください。

申請受付後、速やかに登録する

審査終了時に登録する

確認済証発行後に登録する

（前設問①で○を選択した場合のみ）確認申請書の次の記載事項について、台帳登録閲覧システ
ムに登録しているものは○、していないものは×を選択してください。

申請者から直接受け付けた確認申請書(計画通知含む)について

画像データ化し、台帳登録閲覧システムに登録している

画像データ化しているが、台帳登録閲覧システムには登録していない

申請者から直接受け付けた次の確認申請書(計画通知含む)について、台帳登録閲覧システムに登
録しているものは○を、登録していないものは×を選択してください。

建築物

昇降機

第四面～第六面　記載事項

申請者から直接受け付けた建築計画概要書を、画像データ化(PDFなど)していますか。
該当するものを１つ選択して○を入力してください。

建築行政共用データベースシステムのうち、「台帳登録閲覧システム」の利用状況についてお尋ねします。

第一面～第三面　記載事項

工作物
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共用ＤＢに関するアンケート（素案） 
その２【台帳登録閲覧システムをご利用でない特定行政庁向け】 

A

１

①

②

③

④

⑤

２

①

②

③

④

⑤

B

１

①

②

③

２

①

②

C

D

E

F 定期調査・検査報告について

指定確認検査機関から送付された建築計画概要書について、次の各事項のチェックを建築士・事務
所登録閲覧システムで行っていますか。

建築士の資格有無　（行っている、行っていない　のいずれかを選択　以下同じ）

建築士の定期講習受講状況

建築士の処分歴有無

建築士事務所の資格有無（事務所として登録されているか）

建築士事務所の処分歴有無

建築士事務所の処分歴有無

建築士資格等の確認について

申請者から直接受け付けた確認申請書等について、次の各事項のチェックを建築士・事務所登録閲
覧システムで行っていますか。

建築士の定期講習受講状況

建築士の処分歴有無

建築士事務所の資格有無（事務所として登録されているか）

建築士の資格有無　（行っている、行っていない　のいずれかを選択　以下同じ）

（前設問①で○を選択した場合のみ）確認申請書の次の記載事項について、自治体システムに登
録しているものは○、していないものは×を選択してください。

指定確認検査機関から送付された確認審査報告書及び添付書類について

第四面～第六面　記載事項

申請者から直接受け付けた確認申請書(計画通知含む)について

申請者から直接受け付けた次の確認申請書(計画通知含む)について、貴自治体の台帳情報管理
システム(EXCEL等を含む、以下自治体システムという)自治体システムに登録しているものは○を、
登録していないものは×を選択してください。

建築物

昇降機

工作物

建築行政共用データベースシステムの利用状況などについてお尋ねします。

第一面～第三面　記載事項

建築計画概要書の閲覧について

指定確認検査機関による確認審査報告書及び建築計画概要書のデータの受入れについて
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共用ＤＢに関するアンケート（素案）
その３【指定確認検査機関・指定構造計算適合性判定機関向け】 
※指定構造計算適合性判定機関はＡのみ 

A

１

①

②

③

④

⑤

B

１

①

②

③

２

①

②

３

①

②

③

４

C

１

①

②

建築行政共用データベースシステムの利用状況などについてお尋ねします。

建築士事務所の資格有無（事務所として登録されているか）

建築士事務所の処分歴有無

建築士資格等の確認について

確認申請書等について、次の各事項のチェックを建築士・事務所登録閲覧システムで行っています
か。

建築士の資格有無　（行っている、行っていない　のいずれかを選択　以下同じ）

建築士の定期講習受講状況

建築士の処分歴有無

建築物

工作物

確認申請等の社内帳簿システムへの登録について

次の確認申請書について、貴社帳簿情報管理用のシステム（EXCEL等を含む。以下「社内帳簿シス
テム」という）に登録しているものは○を、登録していないものは×を選択してください。

第一面～第三面　記載事項

第四面～第六面　記載事項

昇降機

申請受付後、速やかに登録する

審査終了時に登録する

（前設問①で○を選択した場合のみ）確認申請書の次の記載事項について、社内帳簿システムに
登録しているものは○、していないものは×を選択してください。

確認申請書の内容は、どの時点で社内帳簿システムへ登録していますか。
該当するものを１つ選択して○を入力してください。

建築計画概要書を、画像データ化(PDFなど)していますか。
該当するものを１つ選択して○を入力してください。

確認済証発行後に登録する

特定行政庁への確認審査報告書及び建築計画概要書のデータの送信について

貴社より特定行政庁に対し、確認審査報告書及び建築計画概要書の電子データの送信を行ってい
ますか。該当するものを１つ選択して○を入力してください。

送信している特定行政庁がある

送信している特定行政庁はない
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共用ＤＢに関するアンケート（素案） 
その４【都道府県・指定登録機関向け】 
 

1
1

① 登録証明書の利用状況（１日当たり概算件数を整数で記入して下さい）

2
(1)

① 講習履歴
② 処分歴
③ 変更履歴
④ 再交付申請履歴
⑤ 所属事務所一覧
⑥ 印刷

(2)
① 講習履歴
② 処分歴
③ 印刷

(3)
① 講習履歴
② 処分歴
③ 所属事務所一覧
④ 印刷

(4)
① 合格者データ参照
② 定期講習等（確認機関向け）

3
① 登録処理リスト出力
② 校正リスト出力
③ 免許証用データ出力
④ 送付文書作成
⑤ 宛名データ出力
⑥ 報告書・帳簿作成
⑦ 書式メンテナンス
⑧ 未受講所属外れ建築士登録・削除・確認
⑨ 未受講所属外れ建築士照会

4

5

6

2
① 建築士の確実で円滑な管理
② 建築士の照会
③ 建築士の閲覧
④ 指定登録機関から都道府県への報告
⑤ 定期講習受講の徹底
⑥ 登録証明書の発行
⑦ 事務所情報とのリンク

建築士・事務所登録閲覧システムが業務に役立っていると思われる項目（建築士に関して）

登録申請処理

検索閲覧処理
建築士検索結果における、以下の機能毎の利用状況をから選択して下さい

建築士閲覧結果における、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい

建築士照会結果における、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい

以下の機能の利用状況を選択して下さい

※　よく利用／ときどき利用／あまり利用しない
　　／ほぼ利用しない／全く利用しない　のいずれかを選択

機能の利用状況（主に建築士に関して）

事務処理における、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい

※　よく利用／ときどき利用／あまり利用しない
　　／ほぼ利用しない／全く利用しない　のいずれかを選択

※　よく利用／ときどき利用／あまり利用しない
　　／ほぼ利用しない／全く利用しない　のいずれかを選択

※　よく利用／ときどき利用／あまり利用しない
　　／ほぼ利用しない／全く利用しない　のいずれかを選択

データ管理における、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい

イメージ取込の利用状況を選択して下さい

データ取込処理における、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい
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共用ＤＢに関するアンケート（素案）
その５【都道府県・指定事務所登録機関向け】 

1
1

①
2

① 業務報告内容管理
② 業務報告督促

3
(1)

① 役員ＣＳＶ出力
② 定期講習等全件出力
③ 印刷
④ 定期講習受講歴出力
⑤ 全項目出力
⑥ 選択項目出力

(2)
① 警察照会ＣＳＶ
② 処分歴
③ 更新履歴
④ 変更履歴
⑤ 変更履歴を開いて、画面上部にある「更新履歴を表示する」
⑥ 印刷
⑦ 法人の役員欄の「事務所ステータス」
⑧ 「次頁」の「年次業務報告履歴」

(3)
① 登録簿は利用していますか

「利用していない」を選択された場合は、どの様にしているか以下にご記入下さい

(4)

(5)

4

5

6

2
① 建築士事務所情報の確実で円滑な管理
② 建築士事務所の照会
③ 建築士事務所の閲覧
④ 登録簿（閲覧で出力）
⑤ 指定事務所登録機関による都道府県への報告
⑥ 定期講習受講の徹底
⑦ 業務報告書提出の徹底
⑧ 業務報告書提出時に所属建築士の確認ができる
⑨ 登録証明書等の発行
⑩ 法人役員等の警察照会
⑪ 法人役員の欠格事由有無
⑫ 期限切れ抹消の実施
⑬ 建築士情報とのリンク

機能の利用状況（建築士事務所、その他に関して）

登録申請処理
登録証明書の利用状況（１日当たり概算件数を整数で記入して下さい）

事務処理における、以下の機能の利用状況を選択して下さい

照会した一つの事務所における、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい

検索閲覧処理メニューにおける、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい

データ管理における、以下の機能の利用状況を選択して下さい

業務報告処理における、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい

事務所閲覧の利用状況を選択して下さい

検索閲覧
事務所検索結果における、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい

検索した一つの事務所における、以下の機能毎の利用状況を選択して下さい

以下の入出力機能の利用状況を選択して下さい

※　よく利用／ときどき利用／あまり利用しない
　　／ほぼ利用しない／全く利用しない　のいずれかを選択

※　よく利用／ときどき利用／あまり利用しない
　　／ほぼ利用しない／全く利用しない　のいずれかを選択

※　よく利用／ときどき利用／あまり利用しない
　　／ほぼ利用しない／全く利用しない　のいずれかを選択

建築士・事務所登録閲覧システムが業務に役立っていると思われる項目（建築士事務所に関して）
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４．その他 
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（１）台帳登録閲覧システム操作説明会 

利用者を対象として、台帳登録閲覧システムを中心とした操作説明会（無料）を実施してお

ります。講師派遣（無料）にも対応しますので、お気軽にご用命ください。 

①開催実績（平成 27 年度）

ＩＣＢＡ主催 14 回 （188 名参加） 

都道府県主催（講師派遣） 5回 （ 98 名参加 ※県下の特定行政庁からの参加を含む） 

特定行政庁主催（講師派遣） 10 回 （ 73 名参加 ※一特定行政庁からの参加のみ）

計 29 回 （359 名参加） 

②説明内容（例）

№ 内容 備考 

1 概要説明 全体概要説明、台帳システム機能概要説明

2 受付処理・審査・決裁 確認申請書受付から確認済証発行まで 

3 中間検査申請受付 物件コピー機能 

4 民間確認審査機関からの報告書の入力方法 確認審査報告書等受付 

5 台帳管理 台帳管理 

6 統計機能 基本統計・データ抽出 

7 環境設定 マスターメンテナンス 

8 質疑応答 

※所要時間３時間程度 

③説明会参加申込方法

・ＩＣＢＡ主催の操作説明会は、ホームページにてお申し込みください。 

・お申し込みの際、パスワードが必要です（パスワードは、台帳登録閲覧システム全利用

者に別途お送りした開催案内に記載されています）。 

④講師派遣申込方法

・開催予定日の１か月ほど前までにご連絡ください。 

・講師派遣に伴う費用は、出張旅費・宿泊費を含めてＩＣＢＡが負担します。 

・配付資料はＩＣＢＡより提供します。ＰＣ・プロジェクタもご用意可能です。 

・ＰＣはネットワーク接続が必要です。会議室等で実施の場合はご注意ください。 

・例年４～５月は開催が集中しますので、この時期の開催をご検討の場合はお早めにご連

絡ください。 
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特定行政庁に保管された紙の建築確認台帳や建築計画概要書等の情報を、建築行政共

用データベースに投入し、建築行政の基礎資料として活用するため、これらの情報を正

確・迅速に電子データ化するための支援業務を、ＩＣＢＡで実施しています。 

電子化の意義・効果や関連通知、補助制度や入力支援ツールの資料（別紙１～８）も参

照してください。 

本年 5 月、「定期報告及びアスベスト対策に係る台帳の整備に関し必要な登記情報及

び地図情報の電子デ－タによる提供依頼等について」（課長通達）が出されました。 

ＩＣＢＡのデータ入力・移行支援のパターン

業務プロセス

ケース

電子化

マネジメ
ント

紙データ
の

ＰＤＦ化

データの

パンチ入
力

入力支援
ツール提

供

データ変
換・

移行ツー
ル

備考

パターン①
ＩＣＢＡが元請け
となるケース ○ ○ ○ ○ ○

パターン②
ＩＣＢＡが元請けとなら
ないケース

○ 民間
企業

民間
企業 ○ ○

パターン③
同上

（過年度に電子化された
ものも含む）

民間
企業

民間
企業 △

仕様書上で、ＩＣＢＡの提供する
入力支援ツール活用や共用Ｄ
Ｂ投入の明確化等が必要

仕様書上で、ＩＣＢＡと連携し
た共用ＤＢ投入のための電
子化の明確化が困難な場合

○概算費用は、所要人
日の約２倍程度＋税
（個別見積もりが必要）

○概算費用は、個別
見積もり

○データの品質や納
期に問題が 生じる場
合がある。

○概算費用は個別見
積もりが必要

○データに欠陥があれ
ば、何度も手戻りが生
じる可能性がある。データに不

備があれば、
手戻り作業

Ⅰ 一括受託方式について（上記表内のパターン①） 

アスベスト補助金等により、建築確認台帳等を電子化・パンチ入力し、建築行政共用デー

タベースシステムに投入する電子化の一連の業務を受託しております。  

これまで、「建築行政共用データベースシステム（共用ＤＢ）に係るデータ作成・投入に関

する十分な技術的知見と経験を有する唯一の団体であること」等を理由とし、多数のアスベス

ト台帳整備等の電子化支援業務を受託しております。（別紙５） 

現在、ＩＣＢＡで受託する業務がかなり増加しており、新規案件は、原則としてⅡのマネジ

メント方式で受託することとしておりますので、ご留意ください。 

「建築物石綿含有建材調査マニュアル」http://www.mlit.go.jp/common/001064663.pdfは、

アスベスト対策全般について、詳しく解説しているので適宜ご参照ください。 

Ⅱ マネジメント方式について（上記表内のパターン②） 

電子化業務においてデータの品質や作業効率を上げるために、業務全体をマネジメントしつ

つ、電子化に必要なツール等を提供しております。 

① 建築確認台帳等電子化入援システム（別紙６）の提供

特定行政庁固有の台帳様式にカスタマイズを行った電子化支援システムを構築・提供いたし

ます。これによりデータ品質や作業効率を格段に上げることが可能です。本システムは、イン

ターネットの使える環境であればＩＤ、ＰＷににより使用可能です。 

（２）確認台帳等電子化支援業務関連 
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なお、本システムでは、電子化の日々の進捗状況を、発注者側のパソコンから直接リアルタ

イムで確認することも可能です。 

② 建築確認台帳等電子化支援システムにより作成されたデータを共用ＤＢへ投入

共用ＤＢに投入するデータを作成するには、一定の必須項目の入力やデータ仕様（入力文

字、日付形式、データの重複ルール等の入力規則）を満足する「中間ファイル」（XMLファイ

ル）を作成する必要があります。これら条件を満たすデータを作成し共用 DBに投入します。 

Ⅲ 既存 Excel､Accessや独自システムのデータ移行について（上記表内のパターン③） 

紙の台帳だけでなく、既存の電子データ（CSV、Excel、Access など）による台帳データ等を

移行する場合は、件数・データサンプル等を元に、個別にお見積もりします。 

なお、電子化されたデータ品質に問題がある場合（確認データと概要書ＰＤＦが紐付かな

い、確認データと検査データが紐つかない、後述する入力規則が守られていない等）、共用Ｄ

Ｂに投入する「中間ファイル」（XMLファイル）作成時に、何度も手戻りの修正作業が発生す

ることがあり、共用ＤＢへのデータ投入が容易に行えない場合がありますので、ご注意くださ

い。 

Ⅳ 建築行政地図情報システム（地図システム）の提供 （別紙７、８） 

共用ＤＢと連携して、簡易な地図表示を可能とした補助的システム「地図システム」の提供

も行っており、これにより、アスベスト台帳等の建物ストック情報の地図上の視覚的な管理が

可能となるほか、モニター画面上の住宅地図等上から直接探したい建築物を検索し、迅速に

「台帳記載事項証明書」を発行できる等の窓口サービスの効率アップが可能となります。 

上記Ⅰ～Ⅲのほか、地名地番や概要書の「附近見取り図」を含む建築計画概要書の情報か

ら、建築物の位置を住宅地図・GoogleMaps（航空写真、ストリートビュー有）に紐付けて現住

所を特定するとともに、登記情報等の建物所有情報を付加して「アスベスト台帳」を作成する

電子化の成果を、地図システムに投入することも可能です。 

Google maps ゼンリン その他

1 花巻市 ○ ○ - H25.4/1～

2 栃木県 ○ ○ 道路台帳 H27.6/1～

3 太田市 ○ ○ ○ ○ 道路台帳、定期報告 H25.4/1～

4 千葉県 ○ ○ アスベスト台帳、耐震改修法、定期報告 H25.4/1～

5 茂原市 ○ ○ 耐震改修法 H25.4/1～

6 千代田区 ○ ○ ○ H25.6/1～

7 江東区 ○ ○ 定期報告 H25.4/1～

8 中野区 ○ ○ ○ - H24.8/1～

9 足立区 ○ ○ - H27.11/1～

10 葛飾区 ○ ○ アスベスト台帳 H25.4/1～

11 倉吉市 ○ ○ ○ ○ アスベスト台帳 H25.4/1～

12 広島県 ○ ○ 定期報告 H25.4/1～

No

平成２８年度　建築行政地図情報システムの利用行政庁一覧

特定行政庁
台帳
連携

地図表示機能
利用期間オプション機能

問合せ先 一般財団法人 建築行政情報センター  

電子データ活用課 （担当）夏井・福田・松本 

℡：03-5205-6132 e-mail：gr-kenkyu@icba.or.jp 
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建築確認台帳・概要書情報等を電子化することで… 

一般財団法人 建築行政情報センター 

建築確認申請の情報は、多くの行政庁で電子化されて管理されていることとは思いますが、昭和 20年代

からの過去の建築確認情報（台帳）につきましては、未だ電子化されていないことも多いようです。 

しかし、昨今の耐震問題やアスベスト問題、更には建築士資格確認の問題、空き家問題など、建築行政

の関わりがこれまでの確認業務に加え、いかにして既存建築物を管理・指導していくかが問われるように

なってきた中で、その度毎に紙の台帳から物件を抽出するのにも限界があり、既存建築物の電子化が早急

の課題となっております。 

ここでは、電子化することでのメリット、その先の課題についてまとめましたので参考としてくださ

い。 

所管行政庁内の特定の物件を瞬時に抽出できます 

●所管行政庁内の延べ床面積 1000㎡以上の建築物だけを抽出したい、あるいは鉄骨造の建築物の

みを抽出したい等、しっかり電子化を実施していれば、瞬時にリスト化することが可能です。

●診療所火災やホテル火災があった場合に、該当する物件が、所管行政庁内にどれほどあって、

どのような状況なのかを簡単に確認することが可能です。

●ニセ建築士問題のように直接問題となるケースも、該当者あるいは該当施工者が担当した建築

物がどれほどあるのか、更にはその中で 3 階建て以上の物件だけを抽出するなどの作業も容易

です。

窓口、電話等のお問い合わせ時に、その場で物件（台帳、概要書）情報が閲覧できます 

●窓口での対応が迅速に行えるようになります。処分番号の他、申請者のお名前や、地名地番か

ら目的の建築物等を素早くみつけることが可能です。電話対応時も、その場で対応が完了しま

すので、大幅な業務効率化が図れます。

●目的の物件には、計画変更も紐付いてきますので、経緯の確認も容易です。そこから、台帳記

載証明書の発行、処分等履歴の発行も簡単にできるようになります。もし、不明点があって

も、その場で紙の台帳や概要書を PDF化したものが確認できますので、安心です。

●来庁者に、自ら検索し台帳の閲覧まで行っていただく仕組みの導入も可能です。

更に位置特定をすることで… 

●地図上で、該当物件を一覧表示することが可能です。

●位置情報は、唯一不変の情報です。一度位置を特定すれば、市町村合併や地名地番の変更に係

らず、将来に渡って、場所からいつでも物件情報がわかります。

●新規申請があった場合に、過去の申請との関係、前面道路チェック、用途区分その他等様々な

チェックを視覚的に行うことが可能です。

更に所有者特定をすることで… 

●現在の所有者を特定すれば、震災等、何か問題が発生しても、迅速な対応が可能です。

●庁内での情報共有化により、きめ細かい住民サービスや既存建築物の管理が可能です。

別紙１ 
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平成 2 7 年 2 月 2 0 日 

国住指第 4 4 2 8 号 

改訂版建築行政マネジメント計画策定指針（抄） 

（３） 建築物に係るアスベスト等の対策の推進 

アスベスト対策の喫緊性に鑑み、アスベストを有する建築物に係るデータベースを早期に整備

するとともに、建築物所有者によるアスベスト改修を促進する。建築物石綿含有建材調査者など専

門家によるアスベスト調査の重要性を建物所有者等へ周知するとともに、労働安全部局や環境部

局などアスベスト対策関係部局との連携によりアスベスト対策の徹底を図る。 

また、快適で健康的な住宅で暮らせるよう、引き続きシックハウス対策の徹底を図る。 

【目標】 

○アスベスト対策の徹底

○シックハウス対策の徹底  等

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・ アスベスト対策の周知徹底 

・ アスベストを有する建築物に係わるデータベース化 

・ アスベスト調査費用・除去費用の助成制度の整備 

・ 公共建築物におけるアスベスト除去状況の公表 

・ アスベスト対策関係部局との連携 

・ 建築物石綿含有建材調査者制度の周知と活用 

・ 新築時・リフォーム時におけるシックハウス対策に関する周知徹底 等 

（３）データベースの整備・活用 

適確な建築行政の推進のためには、確認検査を始めとする建築物等に係る情報を適確に把

握することが重要であり、そのため、建築物等に係る情報の蓄積、整理、管理のための各種

データベース の整備が必要である。このため、都道府県及び特定行政庁では、データベー

スの整備・活用により、 適宜実態把握とその分析を行うとともに、抽出された課題の解決

に向けた施策検討を行うことが 求められる。 

【目標】 

○建築確認・検査等に係るデータベースの整備 等

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・建築確認・検査、定期報告等の内容のデータベース化 

・データベース分析による課題抽出と施策検討 

・指定確認検査機関とのネットワークの構築 

・建築士・建築士事務所データベースの整備と適切な維持管理 

・建築士・建築士事務所の処分情報の共有・データベース化 等 
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○社会資本整備総合交付金交付要綱（抄）

http://www.mlit.go.jp/common/001126662.pdf 

平成２２年３月２６日制定 

平成２８年４月１日最終改正 

第６ 交付対象事業 

交付対象事業は、社会資本総合整備計画に記載された次に掲げる事業等とし、基幹事業のうちい

ずれか一以上を含むものとする。なお、交付対象事業の細目については附属第Ⅱ編において定める

ものとする。 

一 基幹事業 

イ 社会資本整備総合交付金事業（社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金事業者が

実施する基幹的な事業であって、次に掲げる事業をいう。以下同じ。） 

⑯ 住環境整備事業（良好な居住環境の整備に関する事業）

（ロ 防災・安全交付金事業についての引用は、以下略） 

○附属第Ⅰ編 基幹事業（抄）

http://www.mlit.go.jp/common/001126656.pdf 

イ  社会資本整備総合交付金事業 

イ－１６ 住環境整備事業  

良好な居住環境の整備に関する事業 

イ－１６－（１２）住宅・建築物安全ストック形成事業 

住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物アスベスト改修事業及びがけ地近接等危険住宅移転事

業をいう。 

○附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件（抄）

http://www.mlit.go.jp/common/001126657.pdf 

イ－１６－（１２）-②住宅・建築物アスベスト改修事業 

１. 定義

１ 住宅・建築物アスベスト改修事業とは、住宅・建築物のアスベスト対策を促進するため、イ-１

６-（１２）-②において定めるところに従って実施される事業で、アスベスト対策の計画的実施の

誘導に関する事業並びにアスベスト含有調査及びアスベスト除去等に関する事業をいう。 

2 イ-１６-（１２）-②において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 施行者 

住宅・建築物アスベスト改修事業を行う地方公共団体、及び民間事業者等で、要綱本編第３第４号

で規定する交付金事業者をいう。 
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二 事業主体 

住宅・建築物アスベスト改修事業の実施に伴い必要となる経費について、施行者に対して補助を行

う地方公共団体、国から交付金の交付を受ける地方公共団体で、要綱本編第４で規定する交付対象

をいう。 

三 アスベスト含有調査等 

住宅・建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査（アスベスト対策に係る

建築物のデータベース作成を含む。）をいう。 

四 アスベスト除去等 

住宅・建築物の吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み（アスベスト除去等以外の改修に

合わせて行う場合を含む。）又は吹付けアスベスト等が施行されている住宅・建築物の除却をい

う。 

（中略） 

２. アスベスト改修整備実施計画

都道府県知事は、アスベスト改修整備実施計画を定めるものとする。 

３. 事業の実施

1 事業主体はアスベスト改修整備実施計画に基づき、次の各号に掲げる事業を実施するものとする

（次項に係るものを除く。）。 

一 住宅・建築物のアスベスト対策の計画的実施の誘導に関する事業及びこれに附帯する事業 

二 アスベスト含有調査等に関する事業 

三 アスベスト除去等に関する事業 

2 １.第六号で規定する者は公的賃貸住宅アスベスト改修事業を実施するものとする。 

４. 事業要件

３.第１項の事業要件は次に定めるものとする。

1 ３.第１項第一号の事業は、アスベスト改修整備実施計画に定められた取組方針に基づき行うも

のとする。 

2 ３.第１項第二号及び第三号の事業の対象となる住宅・建築物は次に掲げる要件に該当するもの

でなくてはならない。 

イ アスベスト除去等にあっては、吹付けアスベスト等が施工されているものであること。 

ロ アスベスト含有調査等にあっては、吹付けアスベスト等が施工されているおそれがあるもので

あること 

ハ アスベスト含有調査等、アスベスト除去等に関し、他の国庫補助金等が交付されていないもの

であること 

５. 交付対象事業

1 交付金の交付対象事業は、地方公共団体が行う住宅・建築物アスベスト改修事業（都道府県が所

有する建築物を対象とするアスベスト含有調査等に関する事業を除く。）並びに住宅・建築物アス

ベスト改修事業を行う民間事業者等に対する地方公共団体の補助事業とする。 

ただし、アスベスト含有調査等に関する事業については、建築物石綿含有建材調査者による調査に

基づき実施するものを交付対象事業とし、アスベスト除去等に関する事業については、その事業の
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計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実

施するものを交付対象事業とする。 

2 前項の規定に基づき、交付金の交付対象となる事業は、次の事業区分に応じ、それぞれに掲げる

期限までに着手したものを対象とする。 

イ アスベスト含有調査等に関する事業 平成 29 年度末 

ロ アスベスト除去等に関する事業 平成 32 年度末 

（ただし、都道府県が所有する建築物については平成２８年度末） 

 

 

○附属第Ⅲ編 国費の算定方法 

http://www.mlit.go.jp/common/001126663.pdf 

 

イ－１６－（１２）-②住宅・建築物アスベスト改修事業の基礎額 

1 住宅・建築物のアスベスト対策の計画的実施の誘導に関する事業及びこれに附帯する事業 

本事業の基礎額は、地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、当該事業に要する費用の２分

の１、民間事業者等が当該事業を行う場合にあっては、当該事業に要する費用の３分の１又は地方

公共団体が補助する額の２分の１のいずれか低い額とする。 

2 アスベスト含有調査等に関する事業 

本事業の基礎額は、地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト含有調査等に要す

る費用（アスベスト対策に係る建築物のデータベース作成費用を含む。また、耐震診断を一体的に

実施する場合にあっては、耐震診断と共通して必要となる費用を含む。以下同じ。）又は国土交通

大臣が認める額のいずれか低い額、民間事業者等が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト含

有調査等に要する費用、国土交通大臣が認める額又は地方公共団体が補助する額のいずれか低い額

とする。 

3 アスベスト除去等に関する事業 

一 本事業の基礎額は、地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要す

る費用（調査設計計画費を含み、特定行政庁からのアスベスト除去等の勧告を受けたものにあって

は、補償費を含む。また、耐震改修等を一体的に実施する場合にあっては、耐震改修等と共通して

必要となる費用を含む。住宅・建築物の除却を行う場合にあってはアスベスト除去等に要する費用

相当分とする。以下イ-１６-（１２）関係部分において同じ。）の３分の１、民間事業者が当該事

業を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用の３分の１又は地方公共団体が補助する

額の２分の１のいずれか低い額とする。 

二 調査設計計画費には、アスベスト除去等のための複数の施設を含む地域単位の事業計画策定を

行う費用を含む。 

 

4 雑則 

第２項の規定は、平成 29 年度末までとする。 
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国 住 指 第 4 2 7 6 号 
平成 28 年 5 月 24 日 

各都道府県建築主務部長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長 

（公印省略）

定期報告及びアスベスト対策に係る台帳の整備に関し必要な登記情報及び

地図情報の電子デ－タによる提供依頼等について

今般、法務省の協力により、従来、書面による提供を受けていた登記情報及び地図

情報については、建築物の定期報告及びアスベスト対策などに係る建築物の台帳の整

備に関し、電子データによる提供を受けることができることとなり、その手続につい

て下記のとおり実施することとされましたので、ご了知の上、その適正かつ円滑な実

施につき特段の御配慮をお願いします。

なお、本事務連絡については、法務省と協議済みであり、各法務局等宛にも周知さ

れていることを申し添えます。

また、貴管内市区町村に対しても、この旨周知方お願い申し上げます。

記

１ 提供される登記情報及び地図情報

(1) 登記情報の電子データ

提供される登記情報の電子データは、ＣＳＶファイルによる。

(2) 地図情報の電子データ

提供される地図情報の電子データは、地図ＸＭＬ形式による。

２ 登記所への依頼方法

(1) 依頼書の提出

電子データ提供依頼書（以下「依頼書」という。）（別紙１：登記情報、別紙２：

地図情報）に、必要な事項を記入の上、登記情報及び地図情報を格納するための電

磁的記録媒体（ＵＳＢメモリ（別紙３の規格等を満たすものに限る。）等）と併せて

当該調査区域を管轄する登記所へ提出する。

(2) パスワードの申出

提供される電子デ－タには登記官において、パスワードを設定する必要があるた
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め、依頼書の提出に併せてパスワード（英数字混在で、不規則かつ 12 桁以上の文

字列による。）を適宜の書面により申し出る。

(3) 依頼書作成に際しての留意事項

依頼書の「２ 依頼する物件の表示」欄には、調査対象となる土地の所在及び地番

を記載する。ただし、具体的な地番を示すことなく、地番区域のみを記載し、地番

区域単位で依頼することも可能とする。

(4) その他

登記情報及び地図情報の電子データによる提供は，例外的な場合における取扱い

として法務省の協力の下で行われるものであることを踏まえ，電子データによる提

供を受けようとする場合には、事前に管轄登記所と提供依頼を行う時期やその筆数

等について調整を行うとともに、不明な点等がある場合には、管轄登記所に確認す

ること。

＜問い合わせ先＞

国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室 田中

電話：03-5253-8111（内線：39-546） FAX：03-5253-1630 
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登記情報の電子デ－タ提供依頼書

○○（地方）法務局長宛て

○○市町村長

○○ ○○ 印 

下記のとおり、登記情報の電子デ－タによる提供を依頼します。

なお、依頼に当たり、提供を受ける情報が個人情報を含む機密情報であることを踏まえ、

次のことを確約します。

① ＣＳＶファイル記録媒体の扱い等に十分に留意し、情報の流出事案等を発生させない

こと。

② 本提供によって得られた情報については、○○市（町村）個人情報保護条例等に基づ

き、当職が適切に判断して取り扱うこと。

記

１ 使用目的

使用目的及び提供依頼に係る根拠法令を具体的に記載してください。

（例） 建築物の台帳の整備のため

（建築基準法第１２条第８項の台帳整備に関し住生活基本法第１９条に基づく依頼） 

２ 依頼する物件の表示

○○県○○市○○町の土地

（予定受取人）

○○市町村○○課

役 職 名 ○○ ○○

連絡先電話番号

受領確認（デ－タ記録媒体受領時に記載します。）

受領日： 年月日署名又は押印：

（法務局使用欄）

受領 
（登記官）

審査 
（首席登記官） 

確認 
（登記情報ｼｽﾃﾑ管理官）

パスワード 
（登記官）

設定交付 
（登記官）

（年月日）

（押印）

（年月日）

（押印）

（年月日）

（押印）

（年月日）

（押印）

（年月日）

（押印）

（別紙１）
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地図情報の電子デ－タ提供依頼書

○○（地方）法務局長宛て

○○市町村長

○○ ○○ 印 

下記のとおり、地図情報の電子デ－タによる提供を依頼します。

なお、依頼に当たり、提供を受ける情報が個人情報を含む機密情報であることを踏まえ、

次のことを確約します。

① データ記録媒体の扱い等に十分に留意し、情報の流出事案等を発生させないこと。

② 本提供によって得られた情報については、○○市（町村）個人情報保護条例等に基づ

き、当職が適切に判断して取り扱うこと。

記

１ 使用目的

使用目的及び提供依頼に係る根拠法令を具体的に記載してください。

（例）建築物の台帳の整備のため

（建築基準法第１２条第８項の台帳整備に関し住生活基本法第１９条に基づく依頼） 

２ 依頼する物件の表示

○○県○○市○○町の土地

（予定受取人）

○○市町村○○課

役 職 名 ○○ ○○

連絡先電話番号

受領確認（デ－タ記録媒体受領時に記載します。）

受領日： 年月日署名又は押印：

（法務局使用欄）

受領 
（登記官）

審査 
（首席登記官） 

確認 
（登記情報ｼｽﾃﾑ管理官）

パスワード 
（登記官）

設定交付 
（登記官）

（年月日）

（押印）

（年月日）

（押印）

（年月日）

（押印）

（年月日）

（押印）

（年月日）

（押印）

（別紙２）
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USBメモリの規格及び前提事項 

・USB2.0（又は 3.0）規格に準拠した規格であること。

・接続端子がUSB A端子であること。

・プログラム及びドライバのインストールを必要としない製品であること。

・認証機能等のプログラムの起動を必要としない製品であること。

・FAT32フォーマットであること。

（別紙３）
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事 務 連 絡 

平 成 2 8 年 5 月 2 4 日

各都道府県建築主務課長 殿

国土交通省住宅局建築指導課課長補佐 

定期報告及びアスベスト対策に係る台帳の整備に関し必要な登記情報及び

地図情報の電子デ－タによる提供依頼等について

法務省の協力により、従来、書面による提供を受けていた登記情報及び地図情報に

ついては、今般、建築物の定期報告及びアスベスト対策などに係る建築物の台帳の整

備に関し、電子データによる提供を受けることができることとなり、平成 28 年 5 月

24 日付け国住指第 4276 号住宅局建築指導課長通知を発出したところです。また、同

日付けで法務省民事局総務課登記情報センター室補佐官・民事第二課補佐官事務連絡

（別添１）が各法務局等宛に発出されたところです。

このため、電子データによる提供を依頼する際は、上記課長通知及び法務省事務連

絡並びに法務省ホームページ掲載の地図ＸＭＬフォーマット等によるほか、下記のと

おり留意事項を定めたので、ご了知の上、その適正かつ円滑な実施につき特段の御配

慮をお願いします。

なお、本事務連絡については、法務省と協議済みであり、各法務局等宛にも周知さ

れていることを申し添えます。

また、貴管内市区町村に対しても、この旨周知方お願い申し上げます。

記

１ 原則として、建築物の台帳整備の実施主体から申請することとします。

２ 事業主体からの申請にあたっては、法務局等の担当者からの求めに応じて、身

分を証するもの（所属する団体の発行する身分証明書等。以下同じ。）を提示し

て下さい。

３ 建築物の台帳整備の実施に関して業務を委託し、当該受託団体が申請する場合

には、法務局等の担当者からの求めに応じ、当該業務を受託していることを証す

る書面（委託契約書の写し等）及び身分を証するものを提示して下さい。
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４ 地図情報に係る法務局等への電子データ提供の際におけるファイル形式につ

いては、今般、法務局等から提供されることとなるファイル形式によることに御

配慮願います。

なお、具体的には各法務局等と相談の上、対応願います。

＜問い合わせ先＞

国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室 田中

電話：03-5253-8111（内線：39-546） FAX：03-5253-1630 
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No 年度 特定行政庁 業務内容 税抜/千円 補助金等
H21年度

1 H21 北海道 概要書入力、ＰＤＦ化 102,750 緊急雇用

（Ｈ21年度合計 102,750 ）
H22年度

2 H22 室蘭市 確認台帳等電子化一式 9,080 緊急雇用

3 H22 山形県 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 1,500 アスベスト

4 H22 福島県 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 2,500 アスベスト

5 H22 日立市 共用ＤＢへのデータ移行 579 単独費

6 H22.23 日光市 確認台帳等電子化一式・登記情報調査 10,880 アスベスト

7 H22 那須塩原市 共用ＤＢへのデータ移行 600 単独費

8 H22 新潟市 共用ＤＢへのデータ移行 417 単独費

9 H22 島根県 共用ＤＢへのデータ移行 1,000 アスベスト

10 H22 松江市 共用ＤＢへのデータ移行 1,000 アスベスト

11 H22 浜田市 確認台帳等電子化一式 2,800 アスベスト

12 H22 津山市 共用ＤＢへのデータ移行 1,000 アスベスト

13 H22 愛媛県 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 1,300 アスベスト

14 H22 長崎県 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 2,000 アスベスト

15 H22 佐世保市 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 1,600 アスベスト

（Ｈ22年度合計 36,257 ）
H23年度

1 H23 宮城県 共用ＤＢへのデータ移行 190 単独費

2 H23 秋田市 確認台帳等電子化一式 18,640 アスベスト

3 H23 福島県 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 2,000 アスベスト

4 H23 古河市 共用ＤＢへのデータ移行 600 単独費

5 H23 千葉県 確認台帳等電子化マネジメント 14,200 アスベスト

6 H23 松戸市 共用ＤＢへのデータ移行 1,000 緊急雇用

共用ＤＢへのデータ移行 100

建築確認データ（中間ファイル）チェック及び作成 2,250

9 H23 中野区 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 6,700 緊急雇用

10 H23 葛飾区 確認台帳等・概要書電子化一式・住宅地図整理 16,100 緊急雇用

11 H23 山梨県 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 3,300 アスベスト

12 H23 大垣市 電子化支援システム提供 300 単独費

13 H23 富山市 確認台帳等電子化一式 27,257 緊急雇用

14 H23 大津市 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 380 単独費

15 H23 守山市 共用ＤＢへのデータ移行 1,000 アスベスト

16 H23 大阪市 共用ＤＢへのデータ移行 2,340 アスベスト

17 H23 大阪市 データ出力機能追加 720 アスベスト

18 H23 鳥取市 共用ＤＢへのデータ移行 570 単独費

19 H23 倉吉市 確認台帳等電子化一式・登記情報調査 16,988 アスベスト

20 H23 島根県 共用ＤＢへのデータ移行 1,000 単独費

21 H23 長崎県 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 3,000 アスベスト

（Ｈ23年度合計 118,635 ）

別紙５
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No 年度 特定行政庁 業務内容 税抜/千円 補助金等
H24年度

1 H24 花巻市 ほくとUnicityデータ移行 1,000 単独費

2 H24 宇都宮市 確認台帳等電子化マネジメント 10,070 アスベスト

3 H24 太田市 共用ＤＢへのデータ移行（地図・道路あり） 1,550 単独費

4 H24 千葉県 台帳・概要書PDFファイル登録マネジメント 5,207 アスベスト

5 H24 茂原市 確認台帳等電子化マネジメント 5,000 緊急雇用

6 H24 中野区 電子化支援システムの提供及びデータ投入 6,700 単独費

7 H24 葛飾区 ほくとUnicityデータ移行 2,400 単独費

8 H24 大垣市 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 650 緊急雇用

9 H24 一宮市 共用ＤＢへのデータ移行 1,000 単独費

10 H24 大津市 共用ＤＢへのデータ移行 380 単独費

11 H24 大津市 建築計画概要書データ抽出 350 単独費

12 H24 広島県
電子化支援システム提供（建築物台帳、定期報告台帳）
及び電子化支援システムからの共用ＤＢデータ登録

6,050 単独費

13 H24 長崎県 建築確認データ（中間ファイル）チェック及びIDC投入 1,000 アスベスト

14 H24 沖縄県 確認台帳等電子化マネジメント 5,000 アスベスト

（Ｈ24年度合計 46,357 ）
H25年度 Ｈ25年度

1 H25 青森県 共用ＤＢへのデータ移行 1,880 単独費

2 H25 福島県 電子化支援システム提供及び共用ＤＢへのデータ移行 2,000 アスベスト

3 H25 千葉県 電子化支援システム提供（アスベスト台帳整備） 8,109 アスベスト

4 H25 江東区 確認台帳等電子化一式 33,330 単独費

5 H25 福山市 確認台帳等電子化マネジメント 13,870 アスベスト

6 H25 沖縄県 確認台帳等電子化マネジメント 3,700 アスベスト

（Ｈ25年度合計 62,889 ）
H26年度

1 H26 花巻市 シェープファイル作成 500 単独費

2 H26 佐野市 確認台帳等電子化一式 35,160 アスベスト

3 H26 太田市 シェープファイル作成 400 単独費

4 H26 千葉県 建物登記情報電子化一式 4,499 アスベスト

5 H26 葛飾区 建物登記情報電子化一式 23,070 アスベスト

6 H26 沖縄県 確認台帳等電子化マネジメント 3,700 アスベスト

7 H26 那覇市 確認台帳等電子化マネジメント 5,500 アスベスト

（Ｈ26年度合計 72,829 ）
H27年度

1 H27 佐野市 確認台帳等電子化一式 4,150 アスベスト

2 H27 高崎市 確認台帳等電子化マネジメント 13,250 アスベスト

3 H27 太田市 データ移行 400 単独費

4 H27 本庄市 台帳電子化・データ移行一式 3,110 単独費

5 H27 千葉県 入力支援ツール（登記情報） 6,031 アスベスト

6 H27 千葉県 データ移行等 2,775 単独費

7 H27 中野区 共用DB入力作業 982 単独費

8 H27 足立区 台帳等電子化・ほくと・UniCityデータ移行一式 58,720 アスベスト

9 H27 葛飾区 登記情報位置特定一式 28,959 アスベスト

10 H27 高知県 確認台帳等電子化一式 78,870 アスベスト

11 H27 沖縄県 登記情報位置特定支援 2,960 アスベスト

（Ｈ27年度合計 200,207 ）
H28年度 調整中

年度別電子化実績
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住宅・建築物安全ストック形成事業等 

既存民間建築物に係るデータベースの作成補助事業対応 

建築確認台帳等電子化支援システムのご案内 

平成 27 年 4 月 1 日 

一般財団法人建築行政情報センター（ICBA） 

電子データ活用課 

ICBA では、建築物等台帳の電子化やアスベスト台帳等の作成がスムーズかつ品質が高いものとなるように、「アスベスト

補助金」に対応した確認台帳等電子化支援システムの提供を行っております。 

なお、現在、国土交通省においては、アスベスト対策に係る建築物台帳のデータベース作成費用について、補助率 10/10 

が補助対象としております（限度額なし）。このほか、耐震改修促進事業（補助率 5/10）での確認台帳等電子化でもご利用

できます。また、単独費用で電子化される場合もご相談ください。 

システムの画面イメージ

本システムには、確認台帳・概要書等を入力する画面、対象物件を地図上で特定する画面（オプション）、スキャニングし

た台帳等の PDF をアップロードできる画面、入力した台帳を検索・表示する画面、入力選択肢を追加・整備できる画面、入

力担当者の入力状況を管理する画面等があります。 

システムの利用環境

パソコン上に特別なソフトをインストールする必要は一切ご

ざいません。 

インターネット環境があれば、ブラウザにてすぐに利用可能です。

※IE８以上でのご利用をお勧めいたします（その他のブラウザでも動作は可能ですが、一応ご確認ください）。

※地図機能はオプションとなります。

敷地の地名地番等で自動的
に位置表示します。 

別紙６
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 システムの特徴 

 

 アスベスト対策のための、現住所特定作業が可能な地図システム（オプション）を利用することが可能です。 

 大量のデータを一定のルール（入力制限や必須項目の設定）の元に、確実かつ迅速な入力が可能です。 

 「平成」等元号の入力時基本設定を利用者毎にカスタマイズできるなど、補助機能も充実しています。 

 択一選択、複数選択等の項目や表示順番を整備する画面を実装しています。 

 入力項目については、それぞれの特定行政庁の確認台帳に応じてカスタマイズいたします。 

 PDF 化した台帳や概要書を、画面で閲覧しながら入力することが可能です。台帳等を複写することによる管理の煩雑

さがなくなると同時に、PDF 化した台帳等と入力したデータの紐付けが自動的に行われます。（アップロード機能有） 

 年代別に複数の異なる様式がある場合も対応可能です。利用者毎に様式を設定・変更できます。 

 作業の流れを「入力済」→「チェック済」のようにステータスで管理することが可能です。ステータスは作業し易いように

変更できます。なお、チェック作業は一度に 100 件ずつ、画面に表示して行えます。 

 入力後、入力内容の確認を、別の担当者が行う場合などに専用のフラグの設定も可能です。さらに、必要に応じて、行

政庁の担当者がお手元のパソコンにおいて容易に修正が可能です。 

 どの利用者が何を入力したか、1 日何件入力したか、何時作業を行ったのかなど、作業進捗状況の管理や作業する方

の勤怠管理も容易です。 

 複数の場所、あるいは定まった時間外で入力作業を実施する場合など、トータルの作業管理が容易です。 

 複数の作業チームで別々の管理を行いながら、行政庁側で一元管理（チェック）を行うことも容易です。 

 入力データは暗号化され、インターネット回線を利用してセキュリティのしっかりしたサーバに格納されるとともに、毎日

のデータは自動的にバックアップされますので、不測の事態にも安心です。 

 作業環境の IP アドレスを制限することが可能ですので、その環境以外のコンピュータではログインすることができませ

ん。さらに、細かい権限設定で、入力データをダウンロードする権限を持つ人を限定できます。 

 本システムを利用すれば確認台帳のデータ参照が容易です（閲覧権限のみの設定も可能です）。 

 

 所要費用  

 
電子化支援システムのご利用と、データ変換（中間ファイル作成）及び共用 DB へのデータ投入は原則、セットとなります。 

ゼンリンの紙の地図等に、敷地や確認番号などを記入して運用されている場合には、わずかな費用と手間を加えるだけで、

それらの情報も電子化が可能です。 
 

（１）電子化支援システム利用＋中間ファイル作成及び共用ＤＢデータ投入費用  ： 個別見積もり（※１） 

（２）上記費用 ＋ 地図（場所特定、敷地作図）機能        ： 個別見積もり（※２） 

 
（※１）許認可、定期報告その他の台帳やＰＤＦとの紐付けがある場合など、各行政庁様のニーズに応じてお見積もりいたします。更に、

電子化支援システムの機能・項目数・利用期間・利用人数等によっても費用は異なります。「建築計画概要書」等も対応可能です。 
（※２）アスベスト対策のための機能ですので、当機能も 10/10 の補助対象となります。 

 

当システムは、電子化作業が終了後において、次年度以降もご利用いただくことが可能です。その場合には、地図上か

ら、概要書 PDF を閲覧、検索した物件を地図上に表示することができるなどの機能をご利用いただけます。 

詳しくは「建築行政地図情報システム」の資料をご参照ください。 

 

 問合せ先 

ICBA 一般財団法人建築行政情報センター 

電子データ活用課 福田、夏井   E-mail： gr-kenkyu@icba.or.jp 

ＴＥＬ：０３－５２０６－６１３２（直通） 

ＴＥＬ：０３－５２２５－７７０１（代表） 
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道
路
情
報
閲
覧

建
築
物

・
道
路

情
報

閲
覧

建
築
行

政
地
図
情
報
シ
ス
テ
ム

建
築
物
情
報
閲
覧

様
々
な
検
索
機

能
で
、
目
的
の
道
路
を
選
定
で
き
ま
す
。

そ
の
付

近
の
住
所
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
目
的
の
場
所
を
す
ば
や
く
表
示

す
る
こ
と
、
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
や
ダ
ウ
ン
機
能
で
探
す
こ
と
も
容
易
で
す
。

道
路
ク
リ
ッ
ク
で
、
道
路
調
書
の
閲
覧
が
可
能
で
す
。

添
付
資
料
の
閲
覧
（
PD

Fや
画
像
）
も
閲
覧
可
能
で
す
。

道
路
ご
と
に

W
eb

公
開
を
す
る
か
、

し
な
い
か
を
設
定
で
き
ま
す
。

(W
eb

公
開
版

)
行

政
庁
ご
と
に
、
ど
こ
ま
で
の
内
容
を
公
開
す
る
か
を
個
別
カ
ス
タ
マ
イ

ズ
で
き
ま
す
。
例
え
ば
道
路
種
別
ま
で
、
あ
る
い
は
調
書
の
表
示
ま
で
な

ど
。
も
ち
ろ
ん
行

政
庁
内
で
は
全
て
の
情
報
が
閲
覧
、
編
集
が
可
能
で

す
。

(W
eb

公
開
版

)

建
築

行
政

共
用

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
台
帳
・
帳
簿
登
録
閲
覧
シ
ス
テ
ム
よ
り
建
築

計
画
概

要
書
情

報
を
連
携

取
得
し
、

地
図

に
よ
る
位

置
情
報

・概
要

書
情

報
の
表
示
や
台
帳
記
載
証
明
書
、
処
分
等
の
概
要
書
な
ど
、
各

種
帳

票
の
出
力

が
行

え
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

行
政
庁
内
で
は
、
建
築
物
表
示
と

併
せ
て
の
利
用
が
可
能
で
す
。

■
共

用
D

Bを
簡

易
に
地
図
表
示
で
き
る
補
助
シ
ス
テ
ム

■
直

感
的

な
操

作
性
で
誰
で
も
す
ぐ
使
え
る

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
使
え
る
パ
ソ
コ
ン
が
あ
れ
ば

O
K

■
道

路
情

報
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
も
可
能

(W
eb

公
開

版
)

豊
富
な
検
索
機
能
で
、
特
定
の
設
計
者
の
物
件
や

大
規
模
建
築
物
の
特
定
も
容
易
で
す
。

ピ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
す
れ
ば
、
そ
の
物
件
の
情
報
が
表
示

さ
れ
ま
す
。
ポ
リ
ゴ
ン
（
敷
地
）
を
ク
リ
ッ
ク
す
れ
ば
、
そ

の
敷
地
内
に
あ
る
ピ
ン
を
含
む
全
て
の
情
報
が
表
示

さ
れ
ま
す
。
複
数
の
申
請
が
一
覧
表
示
さ
れ
る
こ
と
で
、

確
実
に
目
的
の
申
請
を
特
定
で
き
ま
す
。

地
図
上
の
表
示
情
報
か
ら
、
詳
細
情
報
、

PD
F（

概
要

書
）
の
閲
覧
、
処
分
等
概
要
書
の
出
力
、
台
帳
記
載
証

明
書
の
作
成
が
簡
単
に
で
き
ま
す
。

別
紙
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■
シ
ス
テ
ム
の
特
徴

確
認

申
請
（
建
築
物
）
の
確
認
済
証
発
行
時
等
に
住
宅
地
図
等
上
に
わ
か
り
や
す
く
色
わ
け
し
て
デ
ー
タ
連
携

→
共

用
D

Bに
お
い
て
、
入
力
し
た
デ
ー
タ
が
地
図

情
報

シ
ス
テ
ム
に
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映

さ
れ
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の

ち
、
地

図
上
で
物
件

の
位
置
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特
定
（
概
要
書
情
報
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物
件
の
位
置
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定
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連
付
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業
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敷
地
形
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ポ
リ
ゴ
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ま
た
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位
置
ピ
ン
指

定
）
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色
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進
捗

状
況
別

等
に
表
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。
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帳

情
報
の
閲
覧
、
概
要
書
（
PD

F）
の
閲
覧
、
台
帳
記
載
証
明
書
の
発
行

→
地

図
上

で
物
件
を
特
定
し
、
詳
細
情
報
の
閲

覧
、
概

要
書

PD
Fの

閲
覧

、
台

帳
記

載
証
明

書
等
の

発
行
が
可
能

ア
ス
ベ
ス
ト
台

帳
、
耐
震
改
修
な
ど
共
用
Ｄ
Ｂ
に
な
い
建
築
物
等
に
関
す
る
管
理
機
能
も
実

装
→

ア
ス
ベ
ス
ト
対
象
物
件
の
管
理
機
能
や
、
耐

震
基
準

を
満

た
し
て
い
な
い
建
築

物
の
管

理
な
ど
、
個
別

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
で
対
応
可
能

道
路

調
書
の
入
力
、
管
理
が
可
能

→
W

eb
公

開
、
非
公
開
の
設
定
が
可
能

→
画

像
デ
ー
タ
の
管
理
、

PD
Fデ

ー
タ
の
管

理
が

容
易

。
Ｉｐ
ａ
ｄ
等

の
利

用
で
、
現

場
で
の
写

真
撮
影

、
調

査
及
び
デ
ー
タ
登
録
も
別
途
対
応
可
能

●
建

築
行
政
地
図
情
報
（
台
帳
補
助
）
シ
ス
テ
ム
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

AS
Pサ

ー
ビ
ス
と
な
り
ま
す
。

既
存

シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
（
建
築
物
、
道
路
）
移
行
も
可
能
（
U
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デ
ー
タ
や

そ
の
他
の
ポ
リ
ゴ
ン
、
写
真
・
地
図
デ
ー
タ
の
移
行
可
能
）

→
既

存
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
移
行
が
可
能

※
既
存
シ
ス
テ
ム
の
仕
様
等
必
要
な
情
報
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開
示
し
て
い
た
だ
く
必

要
が

あ
り
ま
す
。

台
帳
・
帳
簿
登
録
閲
覧
シ
ス
テ
ム
は
、

LG
W
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利
用
の
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Pサ

ー
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ス
で
す
。
当
シ
ス
テ
ム
は
汎
用
的
な
ベ
ー
ス
マ
ッ
プ
を
利
用
し
た
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組
み
で
す
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

AS
Pサ

ー
ビ
ス
と
な

り
ま
す
。
台
帳
・
帳
簿
登
録
閲
覧
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
た
デ
ー
タ
を
、
建
築
行
政
地
図
情
報
シ
ス
テ
ム
に
連
携
致
し
ま
す
の
で
、
一
体
的
な
運
用

が
可
能
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
に
接
続
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
保
護
審
査
会
等
の
要
求
水
準
を
満
た
す
十
分
な
安
全
対
策
を
講
じ
ま
す
。

●
ベ
ー
ス
マ
ッ
プ
は
、
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

基
本
の
ベ
ー
ス
マ
ッ
プ
は

G
oo

gl
e

m
ap

sで
す
が
、
ゼ
ン
リ
ン
住
宅
地
図
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

■
ゼ
ン
リ
ン
住
宅
地
図

・
・
・

最
新
の
表
札
情
報
や
オ
プ
シ
ョ
ン
で
電
話
帳
情
報
等
の
詳
細
な
情
報
検
索
が
可
能
で
す
。

■
G

oo
gl

e 
m

ap
s

・
・
・

全
国
の
航
空
写
真
や
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
の
利
用
が
可
能
で
す
。

※
G

oo
gl

e
m

ap
も
ゼ
ン
リ
ン
よ
り
情
報
を
得
て
い
る
た
め
、
ゼ
ン
リ
ン
と
同
様
の
表
札
（
但
し
、
集
合
住
宅
名
称
や
公
共
建
築
物
の
み
）

や
家
型
等
の
表
示
が
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
方
、
ゼ
ン
リ
ン
は
、
市
区
町
村
単
位
の
契
約
と
な
り
ま
す
。
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版

問
合

せ
先

一
般

財
団

法
人

建
築

行
政

情
報

セ
ン
タ
ー

電
子

デ
ー
タ
活

用
課

福
田

・
夏

井
E
-
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-
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n
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u
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Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
０
３
－
５
２
０
６
－
６
１
３
２
（
直
通
）

建
築

計
画
概
要
書
（
PD

F）
の
閲
覧
、
確
認
台
帳
（
PD

F）
の
閲
覧
、
台
帳
記
載
証
明
書
の
発
行

→
地

図
上

で
物
件
を
特
定
し
、
概
要
書
情
報
の

閲
覧
、
概
要

書
PD

Fの
閲

覧
、
台
帳

記
載
証

明
書
等

の
発
行

が
可
能

地
図

情
報
シ
ス
テ
ム
に
デ
ー
タ
を
保
持
す
る
の
で
、
項
目
別
の
地
図
の
一
覧
表
示
が
可
能

→
平

成
○

年
度
物
件
の
み
を
表
示
、
木
造
物
件
の

み
を
表
示

、
確

認
済
証

が
発
行

さ
れ

て
い
な
い
物

件
の

み
を
表
示
な
ど
の
利
用
が
可
能
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一般財団法人建築行政情報センター

■建築行政地図情報システムの年間利用料等

（A）建築物のみの利用料（庁内利用） 単位：円／年　（税別）

初 期 設 定 料 年 間 利 用 料

¥1,500,000 ¥2,400,000

¥1,800,000

¥1,500,000

¥1,200,000

¥900,000 ¥792,000

¥1,200,000 ¥1,500,000

（B）建築物＋道路情報の利用料（庁内利用） 単位：円／年　（税別）

初 期 設 定 料 年 間 利 用 料

¥1,875,000 ¥3,000,000

¥2,250,000

¥1,875,000

¥1,500,000

¥1,125,000 ¥990,000

¥1,500,000 ¥1,875,000

（C）建築物＋道路情報の利用料（庁内利用　+　道路情報We 単位：円／年　（税別）

初 期 設 定 料 年 間 利 用 料

¥2,250,000 ¥3,600,000

¥2,700,000

¥2,250,000

¥1,800,000

¥1,350,000 ¥1,188,000

¥1,800,000 ¥2,250,000

限 定 特 庁

¥1,200,000

¥1,500,000

都 道 府 県

政 令 市

政 令 市

¥1,800,0004 条 1 項 設 置 市

4 条 2 項 設 置 市

行 政 庁 種 別

特 別 区

限 定 特 庁

4 条 1 項 設 置 市

4 条 2 項 設 置 市

※2.このほか、台帳Ｓ及び地図システムを利用の場合は、アスベスト台帳、耐震改修、定期報告等の
管理機能をオプションで追加可能です。（利用料は別途お問い合わせください。）

※1.ベースマップはGoogleMapsを基本とします。（背景図としてゼンリンZNET TOWNをご利用の場合
には有償となるため、別途個別にお見積り致します。）

都 道 府 県

特 別 区

特 別 区

行 政 庁 種 別

行 政 庁 種 別

都 道 府 県

政 令 市

4 条 1 項 設 置 市

4 条 2 項 設 置 市

限 定 特 庁

別紙８
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（３）建築行政・技術情報提供事業について 

①講習会 

  建築基準適合判定資格者検定試験を受検される方を対象とした講習会を開催しています。 

・平成 28 年度建築基準適合判定資格者（建築主事等）検定受検講習会（開催済み） 

「平成 28 年度 建築基準適合判定資格者の手引き」を用いた検定受検者のための講

習会です。なお、申込多数により急遽別会場にて【ライブ中継講習会】を開催しまし

た。 

開催日時：平成 28 年 5 月 23 日 10:00～16:45 

会  場：飯田橋レインボービル 7 階大会議室 

     飯田橋レインボービル 2 階中会議室【ライブ中継講習会】 

参加人数：292 名 

後  援：日本建築行政会議 

 

・平成 28 年度建築主事養成直前研修 3 日間コース（開催中） 

「平成 28 年度 建築基準適合判定資格者の手引き」を用い、３日間でより詳細かつ

実践的な内容による研修を開催しています。 

開催時期：平成 28 年 7 月 20 日～7月 22 日の 3日間 

場  所：東京都左官工業協同組合会議室 

参加人数：70 名（7月 1日時点） 

後  援：日本建築行政会議 

   

建築審査・検査者を対象とした能力向上を目的とした研修会を開催しています。 

・平成 28 年度建築確認実務 

建築基準法をはじめ、都市計画法など関連する法令に関する知識の修得、確認におい

て問題となる事例に関する討議を通じ、建築確認の実務能力の向上を図ります。 

   ＜第 1 回：開催済み＞ 
開催時期：平成 28 年 6 月 22 日～24 日の 3 日間 
会  場：全国建設研修センター 研修会館 

参加人数：71 名 

共  催：（一財）全国建設研修センター 

   ＜第２回：開催予定＞ 

開催時期：平成 28 年 9 月 14 日～16 日の 3 日間 
会  場：全国建設研修センター 研修会館 

定  員：70 名 

受 講 料：一般価格 65,800 円（研修会費 60,000 円、宿泊費 5,800 円（税込）） 

共  催：（一財）全国建設研修センター 

 

・平成 28 年度建築確認実践研修 

審査実務経験の浅い行政庁等の職員を対象に建築確認審査の実践能力の向上を図る

ため、意匠・設備コースと構造コースの研修を行います。 

   ＜第 1 回：開催予定＞ 

開催時期：平成 28 年 11 月 15 日と 16 日の 2日間 意匠・設備コース 

会  場：（一財）全水道会館（水道橋） 

開催時期：平成 28 年 11 月 21 日と 22 日の 2日間 構造コース 

会  場：東京都左官工業協同組合会議室 
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定  員：各 60 名 

受 講 料：一般価格 18,380 円（税込）、会員価格：16,524 円（税込） 

後  援：日本建築行政会議 

   ＜第 2 回：開催予定＞ 

    開催時期：平成 29 年 1 月予定 

    会  場：東京（未定） 

    その他は、第 1 回と同内容 

 

②図書販売 
今年度販売している主な図書は以下のとおりです、ホームページ上で販売しています。 

・平成 28 年度版 建築基準適合判定資格者の手引き 

 これから建築基準適合判定資格者検定試験を受検する方の参考書です。過去 5 年間に 

出題された各試験問題の出題目的、解答例を詳しく解説しています。 

  一般価格：3,564 円（税込）、会員価格：3,208 円（税込） 

  平成 28 年 5 月 23 日 発行 

・建築構造審査・検査要領-確認審査等に関する指針 運用解説編-2016 年版 

 平成 26 年の建築基準法改正（平成 27 年 6 月施行）に合わせ、5年ぶり改訂したもので

す。構造審査・構造適伴の流れや構造規定の適用の考え方、構造適判の対象について、

わかりやすく図解しています。 

  一般価格：5,400 円（税込）、会員価格：4,860 円（税込） 

  平成 28 年 3 月 24 日 第 2版第 1 刷発行 

・建築物の防火避難規定の解説 2016 

 防火避難規定を的確に運用するための基本解説書として 4年ぶりに改訂しました。 

  一般価格：4,629 円（税込）、会員価格：4,166 円（税込）※ぎょうせいからの受託販売 

  平成 28 年 6 月 20 日 第 1刷発行 

・2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書（通称：黄色本） 

   構造設計・審査のバイブル的存在として 8年ぶりに改訂しました。 

    一般価格：8,640 円（税込）、会員価格：7,776 円（税込） 

    平成 27 年 10 月 15 日 第 1版第 2刷発行 

 

③情報提供 
  ・メルマガ会員の新設 
   建築行政に係る情報を広く発信することを目的として、これまで情報会員（有料）に

限定していたメールマガジンの提供を拡大し、新たな仕組みとしてメルマガ会員（無

料）を新設することとしました。 

   建築行政に係る情報をいち早く発信すべく原則月 2 回提供しています。 

   会員登録はホームページから簡単に行えます。 

   【メールマガジンの内容】 

   ・建築行政・技術情報の提供 

   ・講習会開催 

・図書刊行の案内 

   ・建築行政関連団体からの情報提供 

  ・ホームページでの情報提供 

   国土交通省と連携し、建築物の構造関係技術基準解説書（通称：黄色本）に関する「Q&A」、

「正誤表」や平成 26 年改正建築基準法に関する情報などを掲載しています。 
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区域

特定行政庁 指定確認検査機関等 建築士法関係団体

合計

平成28年7月1日現在

建築行政共用データベースシステム連絡協議会
入会状況

建築
士会

事務所
協会 計

その
他

特別
区 計

大臣
指定

地整
指定

知事
指定 計

国・地
整

11 1 1 13 13

－ 1 1
1 1 0 2 14 0 18 0 0 2 1

都道
府県

政令
市

４条
１項

４条
２項 限特

2 71 0 1

－ － － － － － － － － － － －

1 0 1 2 0 0 4 0 0
3 － 0 1 1 22

栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山

1 － 0 0 0

5
1 0 0 1 2 0 4 0 0

石 川

国・連合会

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城

9
1 1 0 3 0 0 5 0 0 2 0 2 － 0 0 0 7

0 0 1 0

宮 崎

大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島

徳 島
山 口

福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重

京 都
滋 賀

鹿 児 島
沖 縄

1 0 1 0 6 0 8

1 0 1 1 0 0 3

1 0 2 0 2 0 5

1

香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分

1 0 1 － 0 0 0 5
0 0 1 0 1 － 0 1 1

7
1 0 0 5 0 0 6 0 1 2 0 3 － 1 0 1 10

0 0 0 0 0 － 1 1 2

11
1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 1 － 1 1 2 6

0 9 0 0 10 1 7 0 0 1 － 1 0

0 7 － 1 1 2 22

1 0 2 － 1 1 2 260 22 0 1

1

1 2 5
1 1 5 6 8 0 21 0 3 1 0 4 － 0 0 0
1 13

8
1 0 1

1 3 3 6 0 0 13 4 2

25
1 0 1 3 0 19 24 11 6 1 2 20 － 1 1 2 46

1
1 1 1 2 0 0 5 0 0 2 0 2 － 1 0 1

1 0 0 0 2 0 3 0 0
3

1 0 0

0 0 0 2 0 0 1 0 1 － 1 1 2 5
1 0 1 － 0 0 0 4

1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 － 0 0 0

0 0 1 1 2 0 4 0 0
5

1 2 0

1 0 0 2 0 0 2 0 2 － 0 0 0 4
1 0 1 － 1 1 2 7

1 0 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0 － 0 0 0

1 1 5 0 11 0 18 1 0
8

1 0 1

4 7 0 14 0 0 1 1 2 － 0 1 1 17
1 0 2 － 0 1 1 21

1 0 2 3 1 0 7 0 0 1 0 1 － 0 0 0

1 1 0 1 0 0 3 0 1
25

1 1 2

6 0 0 8 0 1 1 0 2 － 0 1 1 11
1 0 2 － 0 0 0 5

1 2 6 5 0 0 14 3 6 1 0 10 － 1 0 1

1 0 1 2 0 0 4 0 0
2

1 0 0

3 0 0 7 0 2 1 0 3 － 0 1 1 11
0 0 0 － 0 1 1 5

1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 － 0 0 0

1 0 0 2 4 0 7 0 0
8

1 1 1

3 0 0 4 0 0 0 0 0 － 0 0 0 4
0 0 0 － 0 0 0 7

1 0 1 5 0 0 7 0 0 0 0 0 － 1 0 1

1 0 0 5 2 0 8 0 0
1

1 0 1

2 1 0 6 1 1 1 0 3 － 1 0 1 10
0 0 0 － 0 0 0 8

1 0 0 0 0 0

0

1 0 0 0 0 0 － 0 0 0

1 0 1 3 1 0 6 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 － 0 1 1 3

0 0 0 － 0 0 0 6

0 0 0 5

2 0 0 1 0 1 － 0 0 0

1 0 1 － 0 1 1 41 0 0 1 0 0 2 0 0

3
1 2 1
1 0 1 0 0

1 0 0 5 0 1 1 0 2 － 0 1 1 8

1 1 8

1 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0 － 0 1 1

1 0 1 4

6
1 1 0 2 0 0 4

20 25 39 4 88

0 0 3

0 0 1 0 1 －
0 0 6 0 0 1 0 1 －

0 0 0 0 0 －

40% 61% 100% 31% 46% 45%

1

48 107148 23 449

50 106

3

458

0 1 1 5
0 7

11 15 22

1 0 0 0 2 0 3
0 1 4 0 0 6 0 0 1 0 1 － 0 0

0 0 0
0 0 1 0 1 －

1 0 0 2
0

65%

機関総数 47

82 19 322

700

計 46 19

143 23 40 71 10 144

入会率

48

20 68 11 48

98% 95% 74% 74% 55% 83% 72% 87% 63% 55%
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No 区 域 機 関 名 区 分 No 区 域 機 関 名 区 分 No 区 域 機 関 名 区 分

1 北 海 道 北 海 道 都道府県 51 茨 城 県 古 河 市 ４ 条 ２ 項 101 千 葉 県 習 志 野 市 ４ 条 ２ 項

2 札 幌 市 政 令 市 52 取 手 市 ４ 条 ２ 項 102 流 山 市 限 特

3 帯 広 市 ４ 条 ２ 項 53 つ く ば 市 ４ 条 ２ 項 103 我 孫 子 市 ４ 条 ２ 項

4 苫 小 牧 市 ４ 条 ２ 項 54 栃 木 県 栃 木 県 都道府県 104 鎌 ケ 谷 市 限 特

5 美 唄 市 限 特 55 宇 都 宮 市 ４ 条 １ 項 105 君 津 市 限 特

6 赤 平 市 限 特 56 足 利 市 ４ 条 ２ 項 106 浦 安 市 ４ 条 ２ 項

7 士 別 市 限 特 57 栃 木 市 ４ 条 ２ 項 107 四 街 道 市 限 特

8 名 寄 市 限 特 58 佐 野 市 ４ 条 ２ 項 108 印 西 市 限 特

9 滝 川 市 限 特 59 鹿 沼 市 ４ 条 ２ 項 109 東 京 都 東 京 都 都道府県

10 砂 川 市 限 特 60 小 山 市 ４ 条 ２ 項 110 町 田 市 ４ 条 １ 項

11 富 良 野 市 限 特 61 那 須 塩 原市 ４ 条 ２ 項 111 立 川 市 ４ 条 ２ 項

12 北 広 島 市 限 特 62 日 光 市 ４ 条 ２ 項 112 調 布 市 ４ 条 ２ 項

13 北 斗 市 限 特 63 群 馬 県 群 馬 県 都道府県 113 日 野 市 ４ 条 ２ 項

14 余 市 町 限 特 64 桐 生 市 ４ 条 ２ 項 114 中 央 区 特 別 区

15 長 沼 町 限 特 65 藤 岡 市 限 特 115 港 区 特 別 区

16 東 神 楽 町 限 特 66 埼 玉 県 埼 玉 県 都道府県 116 新 宿 区 特 別 区

17 白 老 町 限 特 67 さ い た ま 市 政 令 市 117 台 東 区 特 別 区

18 厚 岸 町 限 特 68 川 越 市 ４ 条 １ 項 118 墨 田 区 特 別 区

19 青 森 県 青 森 県 都道府県 69 川 口 市 ４ 条 １ 項 119 江 東 区 特 別 区

20 青 森 市 ４ 条 １ 項 70 春 日 部 市 ４ 条 ２ 項 120 品 川 区 特 別 区

21 弘 前 市 ４ 条 ２ 項 71 草 加 市 ４ 条 ２ 項 121 目 黒 区 特 別 区

22 八 戸 市 ４ 条 ２ 項 72 新 座 市 ４ 条 ２ 項 122 大 田 区 特 別 区

23 岩 手 県 岩 手 県 都道府県 73 熊 谷 市 ４ 条 ２ 項 123 世 田 谷 区 特 別 区

24 盛 岡 市 ４ 条 １ 項 74 秩 父 市 限 特 124 渋 谷 区 特 別 区

25 宮 古 市 限 特 75 飯 能 市 限 特 125 杉 並 区 特 別 区

26 花 巻 市 限 特 76 東 松 山 市 限 特 126 豊 島 区 特 別 区

27 北 上 市 限 特 77 戸 田 市 限 特 127 北 区 特 別 区

28 一 関 市 限 特 78 朝 霞 市 限 特 128 荒 川 区 特 別 区

29 釜 石 市 限 特 79 志 木 市 限 特 129 板 橋 区 特 別 区

30 奥 州 市 限 特 80 久 喜 市 ４ 条 ２ 項 130 足 立 区 特 別 区

31 宮 城 県 宮 城 県 都道府県 81 八 潮 市 限 特 131 葛 飾 区 特 別 区

32 仙 台 市 政 令 市 82 富 士 見 市 限 特 132 江 戸 川 区 特 別 区

33 石 巻 市 ４ 条 ２ 項 83 蓮 田 市 限 特 133 神奈川県 神 奈 川 県 都道府県

34 塩 竈 市 ４ 条 ２ 項 84 坂 戸 市 限 特 134 横 浜 市 政 令 市

35 大 崎 市 ４ 条 ２ 項 85 鶴 ヶ 島 市 限 特 135 川 崎 市 政 令 市

36 秋 田 県 秋 田 県 都道府県 86 ふ じ み 野 市 限 特 136 横 須 賀 市 ４ 条 １ 項

37 秋 田 市 ４ 条 １ 項 87 松 伏 町 限 特 137 藤 沢 市 ４ 条 １ 項

38 横 手 市 ４ 条 ２ 項 88 千 葉 県 千 葉 県 都道府県 138 相 模 原 市 政 令 市

39 山 形 県 山 形 県 都道府県 89 千 葉 市 政 令 市 139 平 塚 市 ４ 条 １ 項

40 山 形 市 ４ 条 ２ 項 90 市 川 市 ４ 条 １ 項 140 鎌 倉 市 ４ 条 ２ 項

41 鶴 岡 市 限 特 91 船 橋 市 ４ 条 １ 項 141 小 田 原 市 ４ 条 ２ 項

42 天 童 市 限 特 92 松 戸 市 ４ 条 １ 項 142 茅 ヶ 崎 市 ４ 条 ２ 項

43 福 島 県 福 島 県 都道府県 93 柏 市 ４ 条 １ 項 143 秦 野 市 ４ 条 ２ 項

44 福 島 市 ４ 条 １ 項 94 市 原 市 ４ 条 １ 項 144 厚 木 市 ４ 条 ２ 項

45 い わ き 市 ４ 条 １ 項 95 佐 倉 市 ４ 条 ２ 項 145 大 和 市 ４ 条 ２ 項

46 会 津 若 松市 限 特 96 八 千 代 市 ４ 条 ２ 項 146 新 潟 県 新 潟 県 都道府県

47 須 賀 川 市 限 特 97 木 更 津 市 ４ 条 ２ 項 147 新 潟 市 政 令 市

48 茨 城 県 茨 城 県 都道府県 98 野 田 市 限 特 148 長 岡 市 ４ 条 １ 項

49 日 立 市 ４ 条 ２ 項 99 茂 原 市 限 特 149 新 発 田 市 ４ 条 ２ 項

50 土 浦 市 ４ 条 ２ 項 100 成 田 市 限 特 150 上 越 市 ４ 条 ２ 項

建築行政共用データベースシステム連絡協議会
会員一覧

特定行政庁
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No 区 域 機 関 名 区 分 No 区 域 機 関 名 区 分 No 区 域 機 関 名 区 分

151 富 山 県 富 山 県 都道府県 201 三 重 県 三 重 県 都道府県 251 島 根 県 松 江 市 ４ 条 ２ 項

152 富 山 市 ４ 条 １ 項 202 四 日 市 市 ４ 条 １ 項 252 出 雲 市 ４ 条 ２ 項

153 石 川 県 石 川 県 都道府県 203 津 市 ４ 条 １ 項 253 浜 田 市 限 特

154 加 賀 市 限 特 204 松 阪 市 ４ 条 ２ 項 254 益 田 市 限 特

155 能 美 市 限 特 205 桑 名 市 ４ 条 ２ 項 255 大 田 市 限 特

156 福 井 県 福 井 県 都道府県 206 鈴 鹿 市 ４ 条 ２ 項 256 雲 南 市 限 特

157 福 井 市 ４ 条 １ 項 207 名 張 市 限 特 257 岡 山 県 岡 山 県 都道府県

158 山 梨 県 山 梨 県 都道府県 208 滋 賀 県 滋 賀 県 都道府県 258 倉 敷 市 ４ 条 １ 項

159 甲 府 市 ４ 条 ２ 項 209 大 津 市 ４ 条 １ 項 259 津 山 市 ４ 条 ２ 項

160 長 野 県 長 野 市 ４ 条 １ 項 210 彦 根 市 ４ 条 ２ 項 260 玉 野 市 ４ 条 ２ 項

161 松 本 市 ４ 条 ２ 項 211 長 浜 市 ４ 条 ２ 項 261 総 社 市 ４ 条 ２ 項

162 諏 訪 市 限 特 212 近 江 八 幡市 ４ 条 ２ 項 262 新 見 市 ４ 条 ２ 項

163 塩 尻 市 限 特 213 草 津 市 ４ 条 ２ 項 263 笠 岡 市 ４ 条 ２ 項

164 岐 阜 県 岐 阜 県 都道府県 214 守 山 市 ４ 条 ２ 項 264 広 島 県 広 島 県 都道府県

165 岐 阜 市 ４ 条 １ 項 215 東 近 江 市 ４ 条 ２ 項 265 広 島 市 政 令 市

166 大 垣 市 ４ 条 ２ 項 216 京 都 府 京 都 府 都道府県 266 福 山 市 ４ 条 １ 項

167 各 務 原 市 ４ 条 ２ 項 217 京 都 市 政 令 市 267 呉 市 ４ 条 ２ 項

168 可 児 市 限 特 218 宇 治 市 ４ 条 ２ 項 268 廿 日 市 市 ４ 条 ２ 項

169 静 岡 県 静 岡 県 都道府県 219 大 阪 府 大 阪 府 都道府県 269 三 次 市 限 特

170 静 岡 市 政 令 市 220 大 阪 市 政 令 市 270 山 口 県 山 口 県 都道府県

171 浜 松 市 政 令 市 221 堺 市 政 令 市 271 宇 部 市 ４ 条 ２ 項

172 沼 津 市 ４ 条 ２ 項 222 豊 中 市 ４ 条 １ 項 272 山 口 市 ４ 条 ２ 項

173 富 士 宮 市 ４ 条 ２ 項 223 吹 田 市 ４ 条 １ 項 273 周 南 市 ４ 条 ２ 項

174 富 士 市 ４ 条 ２ 項 224 高 槻 市 ４ 条 １ 項 274 萩 市 ４ 条 ２ 項

175 焼 津 市 ４ 条 ２ 項 225 枚 方 市 ４ 条 １ 項 275 防 府 市 ４ 条 ２ 項

176 三 島 市 限 特 226 茨 木 市 ４ 条 １ 項 276 岩 国 市 限 特

177 磐 田 市 限 特 227 東 大 阪 市 ４ 条 １ 項 277 長 門 市 限 特

178 伊 東 市 限 特 228 岸 和 田 市 ４ 条 ２ 項 278 徳 島 県 徳 島 県 都道府県

179 島 田 市 限 特 229 寝 屋 川 市 ４ 条 ２ 項 279 香 川 県 香 川 県 都道府県

180 藤 枝 市 限 特 230 和 泉 市 ４ 条 ２ 項 280 高 松 市 ４ 条 １ 項

181 御 殿 場 市 限 特 231 羽 曳 野 市 ４ 条 ２ 項 281 愛 媛 県 愛 媛 県 都道府県

182 袋 井 市 限 特 232 門 真 市 ４ 条 ２ 項 282 松 山 市 ４ 条 １ 項

183 愛 知 県 愛 知 県 都道府県 233 兵 庫 県 兵 庫 県 都道府県 283 今 治 市 ４ 条 ２ 項

184 名 古 屋 市 政 令 市 234 神 戸 市 政 令 市 284 新 居 浜 市 ４ 条 ２ 項

185 豊 橋 市 ４ 条 １ 項 235 姫 路 市 ４ 条 １ 項 285 宇 和 島 市 限 特

186 岡 崎 市 ４ 条 １ 項 236 明 石 市 ４ 条 １ 項 286 西 条 市 ４ 条 ２ 項

187 一 宮 市 ４ 条 １ 項 237 芦 屋 市 ４ 条 ２ 項 287 高 知 県 高 知 県 都道府県

188 春 日 井 市 ４ 条 １ 項 238 高 砂 市 ４ 条 ２ 項 288 高 知 市 ４ 条 １ 項

189 豊 田 市 ４ 条 １ 項 239 川 西 市 ４ 条 ２ 項 289 福 岡 県 福 岡 県 都道府県

190 瀬 戸 市 限 特 240 奈 良 県 奈 良 県 都道府県 290 北 九 州 市 政 令 市

191 半 田 市 限 特 241 奈 良 市 ４ 条 １ 項 291 福 岡 市 政 令 市

192 豊 川 市 限 特 242 橿 原 市 ４ 条 ２ 項 292 久 留 米 市 ４ 条 １ 項

193 刈 谷 市 限 特 243 生 駒 市 ４ 条 ２ 項 293 大 牟 田 市 ４ 条 ２ 項

194 安 城 市 限 特 244 和歌山県 和 歌 山 県 都道府県 294 佐 賀 県 佐 賀 県 都道府県

195 西 尾 市 限 特 245 和 歌 山 市 ４ 条 １ 項 295 佐 賀 市 ４ 条 ２ 項

196 江 南 市 限 特 246 鳥 取 県 鳥 取 県 都道府県 296 長 崎 県 長 崎 県 都道府県

197 小 牧 市 限 特 247 鳥 取 市 ４ 条 ２ 項 297 長 崎 市 ４ 条 １ 項

198 稲 沢 市 限 特 248 米 子 市 ４ 条 ２ 項 298 佐 世 保 市 ４ 条 １ 項

199 東 海 市 限 特 249 倉 吉 市 ４ 条 ２ 項 299 島 原 市 限 特

200 大 府 市 限 特 250 島 根 県 島 根 県 都道府県 300 平 戸 市 限 特

特定行政庁
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301 熊 本 県 熊 本 県 都道府県 351 401

302 熊 本 市 政 令 市 352 402

303 八 代 市 ４ 条 ２ 項 353 403

304 天 草 市 ４ 条 ２ 項 354 404

305 大 分 県 大 分 県 都道府県 355 405

306 大 分 市 ４ 条 １ 項 356 406

307 別 府 市 ４ 条 ２ 項 357 407

308 日 田 市 ４ 条 ２ 項 358 408

309 佐 伯 市 ４ 条 ２ 項 359 409

310 宇 佐 市 ４ 条 ２ 項 360 410

311 宮 崎 県 宮 崎 県 都道府県 361 411

312 都 城 市 ４ 条 ２ 項 362 412

313 日 向 市 ４ 条 ２ 項 363 413

314 鹿児島県 鹿 児 島 県 都道府県 364 414

315 薩 摩 川 内市 限 特 365 415

316 霧 島 市 限 特 366 416

317 沖 縄 県 沖 縄 県 都道府県 367 417

318 那 覇 市 ４ 条 １ 項 368 418

319 宜 野 湾 市 ４ 条 ２ 項 369 419

320 浦 添 市 ４ 条 ２ 項 370 420

321 沖 縄 市 ４ 条 ２ 項 371 421

322 う る ま 市 ４ 条 ２ 項 372 422

323 373 423

324 374 424

325 375 425

326 376 426

327 377 427

328 378 428

329 379 429

330 380 430

331 381 431

332 382 432

333 383 433

334 384 434

335 385 435

336 386 436

337 387 437

338 388 438

339 389 439

340 390 440

341 391 441

342 392 442

343 393 443

344 394 444

345 395 445

346 396 446

347 397 447

348 398 448

349 399 449

350 400 450

特定行政庁
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No 区 分 所 在 地

1 大臣指定 東 京 都

2 東 京 都

3 東 京 都

4 東 京 都

5 東 京 都

6 東 京 都

7 東 京 都

8 東 京 都

9 東 京 都

10 東 京 都

11 東 京 都

12 神 奈 川 県

13 神 奈 川 県

14 神 奈 川 県

15 神 奈 川 県

16 愛 知 県

17 大 阪 府

18 大 阪 府

19 大 阪 府

20 広 島 県

21 地整指定 茨 城 県

22 埼 玉 県

23 千 葉 県

24 千 葉 県

25 千 葉 県

26 東 京 都

27 東 京 都

28 東 京 都

29 東 京 都

30 東 京 都

31 東 京 都

32 神 奈 川 県

33 神 奈 川 県

34 滋 賀 県

35 京 都 府

36 大 阪 府

37 大 阪 府

38 大 阪 府

39 大 阪 府

40 大 阪 府

41 大 阪 府

42 兵 庫 県

43 兵 庫 県

44 広 島 県

45 福 岡 県

46 知事指定 北 海 道

47 北 海 道

48 青 森 県

49 岩 手 県

50 宮 城 県

ＳＢＩアーキクオリティ株式会社

機　関　名

一般財団法人日本建築センター

日本ＥＲＩ株式会社

一般財団法人住宅金融普及協会

ハウスプラス確認検査株式会社

株式会社住宅性能評価センター

株式会社都市居住評価センター

指定確認検査機関等

一般財団法人ベターリビング

日本建築検査協会株式会社

株式会社高良ＧＵＴ

株式会社ＴＳＫ建築確認安全センター

株式会社グッド・アイズ建築検査機構

ＡＩ確認検査センター株式会社

株式会社東日本住宅評価センター

ビューローベリタスジャパン株式会社

富士建築センター株式会社

ＳＧＳジャパン株式会社

株式会社西日本住宅評価センター

株式会社確認検査機構トラスト

株式会社ジェイ・イー・サポート

株式会社ＥＭＩ確認検査機構

一般財団法人さいたま住宅検査センター

株式会社ガイア

株式会社確認サービス

一般財団法人日本建築総合試験所

株式会社神奈川建築確認検査機関

株式会社湘南建築センター

日本確認センター株式会社

ユーディーアイ確認検査株式会社

株式会社東京建築検査機構

株式会社ビルディングナビゲーション確認評価機構

一般社団法人日本住宅性能評価機構

株式会社Ｊ建築検査センター

株式会社近確機構

株式会社オーネックス

株式会社ジェイネット

株式会社阪確サポート

ハウスプラス中国住宅保証株式会社

九州住宅保証株式会社

関西住宅品質保証株式会社

アール・イー・ジャパン株式会社

株式会社確認検査機構アネックス

株式会社Ｉ－ＰＥＣ

株式会社日本確認検査センター

建築検査機構株式会社

株式会社札幌工業検査

一般財団法人函館市住宅都市施設公社

株式会社建築住宅センター

一般財団法人岩手県建築住宅センター

株式会社東北建築センター
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51 知事指定 宮 城 県

52 秋 田 県

53 山 形 県

54 茨 城 県

55 茨 城 県

56 栃 木 県

57 群 馬 県

58 埼 玉 県

59 千 葉 県

60 東 京 都

61 神 奈 川 県

62 新 潟 県

63 新 潟 県

64 富 山 県

65 石 川 県

66 福 井 県

67 山 梨 県

68 山 梨 県

69 長 野 県

70 静 岡 県

71 愛 知 県

72 三 重 県

73 滋 賀 県

74 京 都 府

75 大 阪 府

76 兵 庫 県

77 広 島 県

78 高 知 県

79 福 岡 県

80 佐 賀 県

81 熊 本 県

82 大 分 県

83 鹿 児 島 県

84 沖 縄 県

85 そ の 他 北 海 道

86 東 京 都

87 東 京 都

88 静 岡 県

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

一般財団法人神奈川県建築安全協会

株式会社千葉県建築住宅センター

株式会社安心確認検査機構

公益財団法人とちぎ建設技術センター

機　関　名

株式会社仙台都市整備センター

指定確認検査機関等

一般財団法人秋田県建築住宅センター

一般財団法人にいがた住宅センター

株式会社新潟建築確認検査機構

一般財団法人富山県建築住宅センター

一般財団法人石川県建築住宅センター

株式会社山形県建築サポートセンター

公益財団法人群馬県建設技術センター

株式会社埼玉建築確認検査機構

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター

株式会社建築構造センター

一般財団法人福井県建築住宅センター

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

一般財団法人茨城県建築センター

株式会社兵庫確認検査機構

株式会社広島建築住宅センター

公益社団法人高知県建設技術公社

一般財団法人福岡県建築住宅センター

公益財団法人佐賀県建設技術支援機構

一般財団法人熊本建築審査センター

一般財団法人大分県建築住宅センター

公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター

一般財団法人沖縄県建設技術センター

公益社団法人山梨県建設技術センター

株式会社ＹＫＳ確認検査機構

一般財団法人長野県建築住宅センター

一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター

一般財団法人愛知県建築住宅センター

公益財団法人三重県建設技術センター

一般財団法人滋賀県建築住宅センター

株式会社京都確認検査機構

一般財団法人大阪建築防災センター

特定非営利活動法人静岡県建築技術安心支援センター
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No 区 域 区 分

1 国・連合会 国

2 国

3 国

4 国

5 国

6 国

7 国

8 国

9 国

10 国

11 国

12 中央指定登録機関

13 －

14 北 海 道 指定事務所登録機関

15 青 森 県 指定登録機関

16 指定事務所登録機関

17 秋 田 県 指定事務所登録機関

18 福 島 県 指定登録機関

19 指定事務所登録機関

20 茨 城 県 指定登録機関

21 栃 木 県 指定登録機関

22 群 馬 県 指定登録機関

23 指定事務所登録機関

24 埼 玉 県 指定登録機関

25 指定事務所登録機関

26 東 京 都 指定登録機関

27 指定事務所登録機関

28 神奈川県 指定登録機関

29 指定事務所登録機関

30 新 潟 県 指定登録機関

31 富 山 県 指定登録機関

32 指定事務所登録機関

33 長 野 県 指定登録機関

34 指定事務所登録機関

35 静 岡 県 指定事務所登録機関

36 愛 知 県 指定事務所登録機関

37 滋 賀 県 指定事務所登録機関

38 大 阪 府 指定登録機関

39 兵 庫 県 指定事務所登録機関

40 奈 良 県 －

41 岡 山 県 指定登録機関

42 広 島 県 指定登録機関

43 香 川 県 －

44 福 岡 県 指定事務所登録機関

45 佐 賀 県 指定事務所登録機関

46 長 崎 県 指定事務所登録機関

47 大 分 県 指定事務所登録機関

48 鹿児島県 指定事務所登録機関

49

50

機　関　名

国土交通省住宅局建築指導課

北海道開発局

一般社団法人栃木県建築士会

一般社団法人福島県建築士事務所協会

一般社団法人茨城県建築士会

一般社団法人青森県建築士会

一般社団法人青森県建築士事務所協会

建築士法関係団体

一般社団法人滋賀県建築士事務所協会

公益社団法人大阪府建築士会

一般社団法人東京都建築士事務所協会

一般社団法人神奈川県建築士会

一般社団法人神奈川県建築士事務所協会

一般社団法人新潟県建築士会

公益社団法人富山県建築士会

一般社団法人富山県建築士事務所協会

一般社団法人東京建築士会

東北地方整備局

関東地方整備局

一般社団法人長野県建築士会

一般社団法人長野県建築士事務所協会

一般社団法人静岡県建築士事務所協会

公益社団法人愛知県建築士事務所協会

沖縄総合事務局

公益社団法人日本建築士会連合会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

一般社団法人北海道建築士事務所協会

四国地方整備局

九州地方整備局

一般社団法人群馬建築士会

一般社団法人群馬県建築士事務所協会

一般社団法人埼玉建築士会

一般社団法人埼玉県建築士事務所協会

一般社団法人秋田県建築士事務所協会

公益社団法人福島県建築士会

北陸地方整備局

中部地方整備局

近畿地方整備局

中国地方整備局

一般社団法人兵庫県建築士事務所協会

一般社団法人奈良県建築士事務所協会

一般社団法人岡山県建築士会

公益社団法人広島県建築士会

一般社団法人香川県建築士事務所協会

一般社団法人福岡県建築士事務所協会

一般社団法人佐賀県建築士事務所協会

一般社団法人長崎県建築士事務所協会

一般社団法人大分県建築士事務所協会

一般社団法人鹿児島県建築士事務所協会
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